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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１７年１１月１４日（月）午前１０時������������　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　３時５２分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長� 山本靖一 � 副委員長� 木村勝彦 � 委　　員� 藤浦雅彦

委　　員� 原田　平 � 委　　員� 野原　修

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正�

都市整備部長　岩田延弘� 同部次長兼都市計画課長　粟屋保英

同部参事兼建築指導課長　中谷久夫　　都市計画課参事　渡場修一

まちづくり支援課長　土井正治　　同課参事　山本莊一� 建築住宅課長　長野俊郎

土木下水道部長　山脇　智� 同部次長兼下水道管理課長　宮川茂行

同部参事兼公園みどり課長　野畑一雄　　同部参事兼道路課長　藤井義己

公園みどり課参事　勝　松男　　交通対策課長　水田和男

下水道業務課長　石川裕司� 下水道管理課参事　山口　繁

下水道整備課長　渡辺勝彦

水道部長　池田三紀夫　　

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫� 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成１６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分　�

　　認定第６号　平成１６年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件

　　認定第２号　平成１６年度摂津市水道事業会計決算認定の件� 　
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　ただいまから建設常

任委員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。時節

柄、何かとご多忙の折、本日は建設常任

委員会を開催いただきまして、大変あり

がとうございます。

　本日は、平成１６年度摂津市一般会計

歳入歳出決算認定の件所管分ほか２件に

ついてご審査を賜るわけでございますが、

どうか慎重審議の上、ご認定賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

　私は一たん退席をさせていただきます

が、在庁いたしておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。開会に当た

りまして、ごあいさつにかえさせていた

だきます。ありがとうございました。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、木村委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　山脇部長。

○山脇土木下水道部長　それでは、認定

第１号、平成１６年度摂津市一般会計歳

入歳出決算のうち、土木下水道部にかか

わる部分につきまして、目を追って主な

ものについて補足説明させていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料、節３、クリー

ンセンター使用料は、関西電力の電柱の

占用料でございます。目４、土木使用料、

節１、道路使用料は、関西電力ほか３２

件の道路占用料でございます。節３、公

園使用料は、関西電力ほか４件の公園占

用料でございます。節４、駐車場使用料

は千里丘第１、第２、フォルテ摂津、摂

津駅及び南摂津駅の各自動車及び自転車

駐車場の使用料と駐車場用地使用料は千

里丘第１自転車駐車場並びに正雀駅南第

１自転車駐車場敷地内の関電柱の使用料

でございます。

　３８ページ、項２、手数料、目１、節

１、総務手数料のうち、下から２行目の

諸証明手数料は道路幅員証明５２件の手

数料でございます。目２、衛生手数料、

節５、し尿処理手数料は、し尿処理、浄

化槽汚泥処分、浄化槽清掃業許可申請及

び一般廃棄物収集運搬業許可申請に係る

手数料でございます。目３、農林水産業

手数料、節２、明示手数料は、水路敷地

境界明示１７件の手数料でございます。

目４、土木手数料、節１、明示手数料の

うち、上から１行目、道路敷地境界明示

等９１件の手数料と、その下、３行目の

公園明示２件の手数料でございます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金、節１、交通対策費補助金は、千里丘

三島線交差点改良工事の補助金を受けた

もので、補助率は基本事業費に対し１０

分の５．５でございます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項１、

府負担金、目４、土木費府負担金、節１、
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土木管理費負担金は、大阪府が行う阪急

京都線、正音寺踏切道拡幅工事に伴う乙

の辻踏切道通行制限措置工事負担金でご

ざいます。

　５２ページ、項３、委託金、目３、土

木費委託金、節１、土木管理費委託金は、

大阪府からの河川環境整備工事委託金と、

鶴野橋ほかポンプ管理委託金並びに自転

車等移動保管業務委託金でございます。

　５４ページ、款１７、寄附金、項１、

目１、節１、寄附金は、上から２行目の

緑化事業寄附金で、２件の寄附を受けた

ものでございます。

　６６ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入、節１、雑収入で、当

部に関係いたしますものは上から１行目

の公園みどり課、みどりの募金に係る助

成金と、その下、道路課、路上放棄車処

理協力金と、その下、踏荒し整地料と、

その下、損害賠償保険金は、道路管理瑕

疵事故に伴う全国市有物件災害共済会の

保険金でございます。その下、交通対策

課、自転車等移動保管料と、その下の自

転車等鉄屑処分金と、その下の管理費返

還金でございます。その下、下水道整備

課、踏荒し整地料でございます。

　続きまして、歳出についてご説明申し

上げます。

　１６０ページ、款４、衛生費、項２、

清掃費、目１、清掃総務費、節７、賃金

では、下水道業務課のし尿及び浄化槽汚

泥の処理業務に係るアルバイト賃金でご

ざいます。

　１６４ページ、目３、し尿処理費につ

きましては、その執行率８３．０％でご

ざいます。詳細につきましては決算概要

の９０ページから９１ページに記載いた

しております。主な内容といたしまして、

節１１、需用費のクリーンセンターの維

持に係る修繕料等でございます。節１３、

委託料では、し尿収集運搬委託料ほかク

リーンセンター内施設の維持管理業務に

係ります委託料でございます。

　１６６ページ、節１９、負担金、補助

及び交付金は吹田市に対する正雀終末処

理施設の維持管理負担金及び整備負担金

でございます。節２２、補償、補填及び

賠償金は、平成１５年度の公共下水道へ

の切り替えに伴いますくみ取り世帯の減

少に対する業者補償でございます。

　続きまして、１７２ページの款５、農

林水産業費、項１、農業費、目４、農業

水路費につきましては、その執行率９９．

１％でございます。詳細につきましては

決算概要の９５ページから９６ページに

記載いたしております。その主な内容と

いたしましては、節７、賃金で、水路や

ポンプ場の管理及びしゅんせつ等に係る

賃金でございます。節１３、委託料では、

河原樋及び五久樋ポンプ場の維持管理業

務委託料でございます。節１５、工事請

負費では樋之先水路ネットフェンス設置

工事でございます。節１９、負担金、補

助及び交付金では、河原樋水路事業ほか

３事業の償還金負担金と、神安土地改良

区負担金等でございます。

　１７８ページの款７、土木費、項１、

土木管理費、目１、土木総務費のうち、

その主な内容といたしましては、節１３、

委託料では土木維持作業業務に係る委託

料と節１６、原材料費では、土木維持作

業に係る縞鋼板等の補修用材料費でござ

います。

　１８０ページ、節１９、負担金、補助

及び交付金では、日本道路協会負担金ほ

か２件と、節２８、繰出金では公共下水

道事業特別会計への繰り出したものでご

ざいます。目２、交通対策費につきまし

ては、執行率９８．０％で、詳細につき

ましては決算概要の１００ページから記
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載いたしております。その主な内容とい

たしましては、節１１、需用費ではフォ

ルテ摂津自動車駐車場等の光熱水費とカー

ブミラーの修繕料等でございます。節１

３、委託料では、交通指導業務委託料ほ

か９件でございます。節１４、使用料及

び賃借料では、ＪＲ西日本より借地して

おります千里丘第２自転車駐車場ほか３

件の土地借上料でございます。節１５、

工事請負費では、交通安全対策工事とし

まして、道路課では道路反射鏡設置工事

で、交通対策課では、夜間点滅式交差点

鋲設置工事ほか１件でございます。

　また、１８２ページ、自転車駐車場整

備工事としまして、南摂津駅前自転車駐

車場整備工事ほか１件と、路面表示設置

工事でございます。節１９、負担金、補

助及び交付金で、その主なものは市内循

環バス運行補助金とフォルテ摂津自動車

駐車場のフォルテ摂津管理組合に対する

共益費等でございます。項２、道路橋りょ

う費、目１、道路橋りょう総務費では、

その執行率は９０．８％でございます。

詳細につきましては、決算概要の１０４

ページから記載いたしております。その

主な内容といたしましては、節１３、委

託料では、道路境界査定委託料と駅前広

場管理委託料及びモノレール駅前広場管

理委託料等でございます。

　１８４ページ、節１４、使用料及び賃

借料では、法定外公共物譲与特定事業に

伴うＯＡ機器及びソフトのレンタル料等

でございます。目２、道路維持費につき

ましては、その執行率は９７．３％でご

ざいます。詳細につきましては決算概要

の１０５ページをあわせてご参照願いま

す。その主な内容といたしましては、節

１１、需用費の修繕料では、道路の維持

補修を行ったものでございます。節１３、

委託料では、街路樹剪定委託業務ほか１

件でございます。節１５、工事請負費で

は、千里丘三島線ほか１６２路線路面清

掃工事ほか８件の維持工事でございます。

目３、道路新設改良費につきましては、

その執行率９３．８％でございます。詳

細につきましては決算概要の１０６ペー

ジに記載いたしております。その主な内

容といたしましては、節１５、工事請負

費で安威川右岸線道路改良工事等でござ

います。目４、交通安全対策費につきま

しては、その執行率９７．１％でござい

ます。詳細につきましては、決算概要の

１０６、１０７ページに記載いたしてお

ります。その主な内容といたしまして節

１３、委託料では、阪急京都線正音寺踏

切道拡幅工事に伴う乙の辻踏切道通行制

限措置工事委託でございます。節１５、

工事請負費では、千里丘三島線交差点改

良工事ほか９件でございます。続きまし

て項３、水路費、目１、排水路費につき

ましては、その執行率は９５．７％でご

ざいます。詳細につきましては決算概要

の１０７ページから１０８ページに記載

いたしております。その主な内容といた

しましては、１８６ページ、節１１、需

用費では、水路ポンプ施設に係る光熱水

費及び修繕などでございます。節１３、

委託料では、味生排水機場ほか市内各ポ

ンプ場の設備保守点検委託や排水管及び

水路しゅんせつ委託業務などでございま

す。節１５、工事請負費では、土井垣内

水路転落防止柵設置工事ほか１件でござ

います。節１９、負担金、補助及び交付

金は、番田水門内水対策負担金でござい

ます。

　１８８ページ、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費のうち、当部に関係

いたします主なものは、節１、報酬のう

ち、緑化推進嘱託員報酬と、１９０ペー

ジ、節１９、負担金、補助及び交付金で
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は、１９１ページ下から２行目の大阪府

都市緑化協会負担金から１９３ページ上

から１行目の大阪都市公園協議会負担金

で、いずれも公園に関係いたします負担

金でございます。節２５、積立金は、緑

化基金積立金でございます。詳細につき

ましては決算概要の１１１ページに記載

いたしております。

　１９４ページ、目３、緑化推進費につ

きましては、その執行率は９７．２％で

ございます。詳細につきましては決算概

要の１１３ページに記載いたしておりま

す。その主な内容といたしましては、節

１４、使用料及び賃借料では、千里丘西

駅前などの草花借上料でございます。節

１６、原材料費では、花いっぱい活動に

対する助成原材料購入及び市内花壇等の

育苗用の堆肥や花苗、また花の種などの

原材料や誕生記念植樹の樹木等の購入で

ございます。節１９、負担金、補助及び

交付金は、摂津市緑化推進連絡会の活動

に対する補助金でございます。目４、公

園管理費につきましては、その執行率９

７．９％でございます。詳細につきまし

ては決算概要の１１３、１１４ページに

記載いたしております。その主な内容と

いたしましては、節１１、需用費で市内

公園の電気代並びに水道料金、公園施設

の修繕等を行ったものでございます。節

１３、委託料では、公園等の除草清掃業

務及びごみ収集業務、樹木剪定などの管

理業務と、柳田公園の台帳作成業務委託

を行ったものでございます。節１５、工

事請負費では、公園施設整備工事ほか４

件及び遊具の取替工事でございます。節

１６、原材料費では、公園の維持管理に

係る補植用の樹木、砂場の砂、鉄板蓋や

塗料等の補修用材料費でございます。節

１９、負担金、補助及び交付金では、市

内８８か所のちびっこ広場を管理してい

ただいている６８の団体に対する管理補

助金でございます。

　次に、１９６ページ、目５、都市公園

事業費につきましては、その執行率は９

９．８％でございます。詳細につきまし

ては、決算概要１１４、１１５ページに

記載いたしております。その内容といた

しまして、節１９、負担金、補助及び交

付金で、安威川ふれあいづつみ鶴野地区

整備事業に伴います鶴野水路事業償還金

負担金でございます。

　次に、２０６ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目３、水防費につきまし

ては、執行率９９．９％でございます。

詳細につきましては決算概要の１２１、

１２２ページに記載いたしております。

主な内容といたしましては、節１６、原

材料費では水防資材の備蓄を図っており

ます。節１９、負担金、補助及び交付金

は、淀川右岸水防事務組合及び安威川ダ

ム水特法第１２条等の負担金でございま

す。

　以上、土木下水道部にかかわります平

成１６年度一般会計歳入歳出決算につい

ての補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　岩田部長。

○岩田都市整備部長　認定第１号、平成

１６年度摂津市一般会計歳入歳出決算の

うち、都市整備部における内容につきま

して、目を追って主なものについて補足

説明させていただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目４、土木使用料、節２、公営住

宅使用料は、市営住宅使用料及び市営住

宅用地使用料等でございます。

　３８ページ、項２、手数料、目４、土

木手数料、節１、明示手数料のうち、都

市計画道路敷地境界明示手数料でござい
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ます。節２、優良宅地等認定手数料は、

租税特別措置法に基づく優良宅地等の認

定事務手数料でございますが、平成１６

年度は申請件数はなかったものでござい

ます。節３、都市計画手数料は、諸証明

手数料でございます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金、節２、住宅費補助金は、一津屋第１、

第２団地に係る公営住宅家賃対策補助金

でございます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項１、

府負担金、目４、土木費府負担金、節２、

都市計画費負担金は、千里丘三島線道路

改良事業負担金でございます。

　５０ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金、節１、

都市計画費補助金は、土地利用規制等対

策費交付金と府景観条例事務取扱交付金

でございます。

　５２ページ、項３、委託金、目３、土

木費委託金、節２、都市計画費委託金で

は、その主なものは、都市計画法施行事

務取扱委託金、ＪＲ千里丘ガード拡幅委

託金等でございます。

　６５ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入、節１、雑収入のうち、

下から７行目は、都市計画図売却収入で

ございます。その下の建築確認申請負担

金は、指定確認検査機関による確認申請

の事務取扱金でございます。その下、公

共公益費用協力金は、市内住宅開発に伴

う協力金でございます。その下の入居者

負担金は、一津屋第１、第２団地に係る

入居者負担金でございます。

　次に、歳出でございますが、摂津市一

般会計歳入歳出決算書の１８６ページを

お開き願います。

　事務報告書につきましては、都市計画

課は１８７ページから、まちづくり支援

課は１９１ページから、建築指導課は１

９５ページから、建築住宅課は１９９ペー

ジから記載いたしておりますので、ご参

照願います。款７、土木費、項４、都市

計画費、目１、都市計画総務費では、執

行率９３．５％でございます。詳細につ

きましては決算概要１０９ページから記

載いたしておりますので、ご参照願いま

す。

　１８８ページ、節１、報酬のうち都市

計画審議会委員報酬でございます。節８、

報償費は、交通バリアフリー策定委員会

委員に対する委員報酬でございます。節

１１、需用費で、その主なものは印刷製

本費等でございます。

　１９０ページ、節１２、役務費は、電

波障害対策施設管理に伴う保険料でござ

います。節１３、委託料は、市有建築物

保全・調査委託料等でございます。節１

９、負担金、補助及び交付金で当部に関

係いたしますものは、大阪府都市計画協

会負担金ほか１０件でございます。

　１９２ページ、目２、街路事業費では、

執行率９７．９％でございます。詳細に

つきましては、決算概要１１２ページか

ら記載いたしておりますので、ご参照願

います。節１、報酬、計画街路担当嘱託

員報酬でございます。節８、報償費は、

都市景観形成まちづくり要綱の施行に伴

う都市景観アドバイザー委員会委員に対

する委員報酬等でございます。節１２、

役務費は、ＪＲ千里丘ガード拡幅支援事

業等に伴う土地鑑定手数料等でございま

す。節１３、委託料は、都市計画道路千

里丘三島線道路詳細設計委託料等でござ

います。節１７、公有財産購入費は、Ｊ

Ｒ千里丘ガード拡幅支援事業に伴う土地

購入費でございます。節２２、補償、補

填及び賠償金は、ＪＲ千里丘ガード拡幅

支援事業に伴う物件移転補償でございま
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す。

　１９６ページ、項５、住宅費、目１、

住宅管理費では、執行率９８．９％でご

ざいます。詳細につきましては、決算概

要１１５ページから記載いたしておりま

すので、ご参照願います。節１、報酬は、

住宅管理人報酬でございます。節１１、

需用費で、その主なものは市営住宅の修

繕料等でございます。節１２、役務費で、

その主なものは、浄化槽法定検査手数料

等でございます。節１３、委託料は、住

宅敷地内樹木管理委託ほか８件でござい

ます。

　１９８ページ、節１４、使用料及び賃

借料は、一津屋第１、第２団地の自動通

報装置システム借上料でございます。節

１９、負担金、補助及び交付金は、大阪

府住宅まちづくり推進協議会の負担金で

ございます。節２５、積立金は、市営住

宅整備基金の積立金でございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　藤浦委員。

○藤浦委員　それでは、項を追って質問

をさせていただきたいと思います。最初

に、番号を申しますので、申しわけござ

いません、ご答弁されるときは最初に番

号を言っていただいてから、ご答弁をお

願いしたいと思います。

　まず、１番目、都市計画道路敷地境界

明示手数料の関連でございますが、決算

書の３９ページ、款１３、使用料及び手

数料、項２、手数料、目４、土木手数料、

節１、明示手数料のうちで、都市計画道

路敷地境界明示手数料についてというこ

とで、１６年度に許可内容について、ど

ういう内容というのか、都市計画道路に

ついての明示があったのかということを

ご答弁ください。そして、事務報告書の

１９０ページには、都市計画諸証明等の

中で、都市計画法第５３条第１項許可申

請経由というのが書かれております。こ

れは、年間では４６件と報告をされてお

ります。都市計画道路では、こういう計

画決定をされていれば、その関連、面す

るところで建築物の申請をしようとすれ

ば、この第５３条第１項の許可が必要で

あるということになるわけですが、さま

ざまな許可するための条件もありますね。

それから、申請の制度そのものも、いろ

いろやかましいことを言うておりますけ

ど、その規定されている内容、それから

また４６件申請がありましたけれども、

どういう部分の都市計画施設に対して許

可を出されているのか、わかる範囲で結

構ですので、ちょっとお答えをいただき

たいと思います。これは、例えば都市計

画道路何号線に何件くらいありましたと

か、都市計画整備で、特に都市計画道路

についてお聞きをしたいわけです。

　それから、２番目でございますが、建

築基準法施行事務取扱委託金に関連をい

たしまして、決算書では５３ページにあ

ります款１５、府支出金、項３、委託金、

目３、土木費委託金の中で、先ほどもご

説明がありました建築基準法施行事務取

扱委託金について、これは、事務手続の

経由等についての手数料をいただいてい

るということになると思います。これは、

特定行政庁であれば経由事務がないので、

全部市で処理をするということになろう

かと思うのですが、この委託の制度、１

００分の１５を掛けるということになっ

ておりますけれども、１６年度では３４

万５，９００円となっています。ちょっ

とこれの根拠を最初に説明をお願いした

いと思います。

　それから、３番目。これも建築確認に
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ついてです。同じ５３ページの部分で、

建築基準法施行事務取扱委託金について

でございますか、この事務委託で経由を

されたのが平成１６年では、事務報告書

によりますと４９６件。建築確認申請経

由事務を行われております。この４９６

件のうち、内容において、特に私が聞き

たいのは、前面道路の状況はどういうも

のになっていたかということなんです。

当然、建築確認申請は道路がないと許可

ができないというふうになっています。

道路は建築基準法上でいいますと第４２

条の第１項から５項まであるわけですけ

れども、第１項というのは、もう普通の

道路法上の大きな道路ですから何ら問題

はないということですけれども、問題は

第４２条の第２項という道路がありまし

て、昔からある道で、細いけども昔から

あった道で、既に家が建ち並んでいると

ころについては、この第４２条第２項と

市が指定をされていると思います。この

道路に面していて出てきた申請の件数が

わかれば、ちょっとお願いしたいと思い

ます。

　それから同じく建築基準法上の第４３

条第１項、ただし書きというのがありま

して、これは道ではないんですけれども、

道に相当する空地で、建てられないとい

うのは殺生なんで、建てられるように逃

げ道というのをつくりましょうというふ

うにありますね。これは非常に数年前か

ら厳しくなりました。昔はいいかげんな

取り扱いで、市によってあいまいな部分

だったんですけれども、グレーな部分だっ

たんですけど、これが厳しくなりました

ね。それで、第４３条第１項ただし書き

の許可を受けて、この建築確認を経由を

された件数がわかれば、１６年度で結構

ですので、ちょっとご説明をお願いした

いと思います。

　それから、４番目。ＪＲ千里丘ガード

拡幅委託金についてです。決算書の５３

ページ、款１５、府支出金、項３、委託

金、目３、土木費委託金の中で、先ほど

もありましたＪＲ千里丘ガード拡幅委託

金についてでございます。これは、立ち

のきの交渉について摂津市が委託を受け

て、交渉を今までやってきたという経緯

がございまして、１６年度までにかなり

それが決着を、大きく最後の方はパッと

進んだような経緯もございまして、大型

の店舗が決着がついたということで、非

常に進んで、もう工事の障害分が大分取

り除かれたというようなことがございま

す。ちょっとこの総括をしていただいて、

１６年度での実績を報告をいただきたい。

１回目、お願いします。

　それから５番目。自転車等鉄屑処分金。

これについて、決算書では６７ページ。

款１９、諸収入、項４、雑入、目１、雑

入、自転車等鉄屑処分金についてですが、

これは駅前の路上放置自転車、１６年度

では４，９４６台撤去されておりますね。

そして、２，４０５台が取りに来られな

かって返還できなかったんで処分をされ

たと。その処分費用だと思いますけれど

も、これは毎月入札を行われて値段を決

めて、１台何ぼという形で引き取られて

いかれていることになっているそうです

が、入札価格について、毎月やられたの

は、一体幾らぐらいの落札になっている

のか。これをちょっと１６年度でいいで

すので教えてください。

　それから６番目。し尿収集運搬委託料

につきまして、これは決算書では１６５

ページ、款４、衛生費、項２、清掃費、

目３、し尿処理費、節１３、委託料です

けれども、その中で、し尿収集運搬委託

料４，８９１万８５９円の執行となって

おります。年々くみ取り件数が減少して
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きております。１６年度では、それを切

りかえることによってくみ取りの件数が

減った件数、そしてまたその影響額につ

いて、どのように処理をされておられる

のかという、内訳を教えていただきたい

と思います。

　それから７番目。正雀終末処理施設整

備負担金に関連をいたしまして、決算書

では１６７ページ。款４、衛生費、項２、

清掃費、目３、し尿処理費、節１９、負

担金、補助及び交付金のうちで、正雀終

末処理施設整備負担金として４，１４１

万４，２００円を計上されております。

これは、正雀処理場が毎年いろんな整備

をされていくのに対して、摂津市として

も何らかの負担をしていっているという

ことになると思うんですけれども、１６

年度ではどんな整備を増強されたのか、

わかるのであればご答弁をお願いしたい

と思います。

　それから８番目。市内循環バス運行補

助金につきまして、決算書では１８３ペー

ジ。款７、土木費、項１、土木管理費、

目２、交通対策費、節１９、負担金、補

助及び交付金の中で、市内循環バス運行

補助金。これは毎年１，０００万円が補

助金として出されております。１６年度

の乗客数、これは以前調査したのはお聞

きしましたけれども、乗客数が報告で来

ているのであれば、１回目ご答弁をお願

いしたいと思います。

　それから９番目。大正川ジョギングロー

ド環境整備委託料に関連しまして、決算

書では１８５ページ、款７、土木費、項

２、道路橋りょう費、目２、道路維持費、

節１３、委託料。この中に、大正川ジョ

ギングロード環境整備委託料４８１万４

７０円執行というふうになっております

けれども、これは主に草刈りの委託料だ

と思うんですけど、これは大正川の法面

やらをずっと草刈りをされておりますけ

れども、どの部分についての委託料になっ

ているのかということを、ちょっと教え

ていただきたいと思います。

　それから１０番目。正音寺踏切関連委

託料ですが、これは決算書で１８５ペー

ジ、款７、土木費、項２、道路橋りょう

費、目４、交通安全対策費、節１３、委

託料の中で、正音寺踏切関連委託料とい

うのがありますね。これは、正音寺踏切

が拡幅をされたことに対しまして、今度

は乙の辻踏切の用途を小型特殊自動車を

通れたものを通れないように条件を悪化

をすることで交渉なされて、それに基づ

いて工事をされたというふうに以前にあ

りましたね。これは阪急電車に委託になっ

ていて、この金額が載っておりますけれ

ども、ちょっとあの工事内容で、やっぱ

りこのぐらいの金額がするのかなと、非

常に不思議に思うんですが。改良工事に

ついて、工事内容等工事費について、ちょっ

と高いん違うかなと私は思いますが、そ

の辺のことも含めて、この委託方法、阪

急に対する委託方法と、単価に対しての

市としての評価を、一遍、私が思ってい

ることに対してどうなのか、一遍教えて

いただけませんでしょうか。

　それから、１１番目。交通バリアフリー

基本構想策定業務委託料でございますが、

決算書の１９１ページの款７、土木費、

項４、都市計画費、目１、都市計画総務

費、節１３、委託料のうちで、交通バリ

アフリー基本構想策定業務委託料を計上

されておりまして、１６年度で摂津市の

交通バリアフリー基本構想がつくられま

した。その中でも内容の中に、阪急及び

ＪＲについての施行めどなんかも書かれ

ておりますね。当然、両方に交渉されて、

それに基づいてこの計画をつくっていた

だいていると思うんです。これは非常に

－ 9 －



よいことなんですけど。ＪＲの方は、そ

の計画よりも、まだできて半年もしない

うちに交渉したら、何かもっと早くでき

ますねんということになってきつつある

んですけど、これは悪いことじゃなくて、

よいことなんですけれど、だけど、やっ

ぱりそれなりにきちっとバリアフリー基

本構想をつくられたときも、ちゃんと交

渉されて、向こうの意向もちゃんと聞か

れてやられているもんだと思うんですけ

れども、そのときの、特にＪＲの交渉の

中の、計画をつくられていく中での中身

を、どういうお話で進んで、相手の方の

ことも含めて、ちょっと教えていただき

たいと思います。

　それから１２番目、市有建築物保全・

調査委託料についてですが、決算書の１

９１ページの款７、土木費、項４、都市

計画費、目１、都市計画総務費、節１３、

委託料の中で、このときは緊急雇用特別

創出金を使って、市有建築物保全・調査

委託料ということでつくられました。９

９７万５，０００円ということで委託を

されておりますけれども、結果どのよう

な台帳なり調査したものができ上がって

いるのか。そして、今、それについてど

ういう活用をされていっているのか、ちょっ

と教えてください。

　それから１３番目、安威川ダム関連で

すが、決算書２０９ページ、款８、消防

費、項１、消防費、目３、水防費、節１

９、負担金、補助及び交付金のうちで、

安威川ダム水特法１２条負担金の計上が

されておりますけれども、１６年のうち

で、いろいろ安威川ダムについての条件

とか、大阪府でもいろいろ論議されてお

りまして、変更されてきている部分があ

ると思うんですけど、安威川ダムそのも

のについては１６年度末の時点で、１６

年度で結構ですが、どのような位置づけ

になされてきているのかということを、

ちょっと教えてください。

　それから１４番目、違法駐車追放事業

についてですけれども、決算概要の１０

１ページ、違法駐車追放事業について、

１，０１１万８，９５０円執行されてお

られます。町中で活躍されている姿はよ

く見ます。車で、ちっちゃいこんなパト

カーとよく似たような車でパトロールさ

れていたりとか、台帳を片手に歩いてい

らっしゃるような姿をよく見るんですけ

ど。１，０１１万８，９５０円をかけて

この対策をされておりますけれども、そ

れに対して費用対効果がどれほど上がっ

ていると認識をされているのかというこ

と。それから、人選について、どういう

方を対象に、この業務に当たる人選をな

されているのか。例えば、元警察官だと

か、そういう経験されている人なのかと

いうことなども踏まえて、ちょっと教え

ていただきたいと思います。

　それから１５番目、千里丘自転車・自

動車駐車場管理事業でございますが、こ

れは同じく決算概要の１０２ページでご

ざいます。千里丘自転車・自動車駐車場

管理事業について２，０７４万６，６５

３円執行となっております。平成１５年

度に自転車がいっぱいになってきまして、

特に山側に大きなマンションがどんどん

できて、吹田側ですか、自転車があふれ

てくるということを予測されて、１５年

度に１０８台分の自転車ラックを増設を

されました。時々私も自転車置場を利用

しますけれども、昼ごろに行くと、やっ

ぱりもういっぱいになっているなという

感じがしました。どういう感じですか。

周辺のマンション建設ラッシュなんかも

あって、影響があって、１６年度の状況

はどういうふうな認識をされているのか。

現状どうだったのかということを、ちょっ
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とご答弁ください。

　１６番、道路管理事業について。これ

も決算概要１０４ページ、道路管理事業

に関連しまして、建設工事の際に道路掘

削をされていますね。家を建てるとなる

と水道の工事で掘って、それでまた下水

の工事で掘ります。ガスも掘ります。こ

れは、以前よく聞いたのは、業者が違い

ますから別々で、時期もちょっとずれま

すし、掘って、ぼこぼこに、かまぼこ状

の跡がつくわけです。こういうことをし

ていると、道路がいっこうにきれいにな

らないというふうなことが、いろんなと

ころで指摘をされています。摂津市だけ

じゃない、ほかでも指摘をされておりま

すけれども、そういうことについて、本

市での指導方法、１６年度実績で結構で

すが、どういう方向での指導方法を持っ

て、指導されてこられているのかという

ことを教えてください。

　それから１７番目、千里丘三島線交差

点改良工事についてです。決算概要では

１０６ページになります。千里丘三島線

交差点改良事業ということで、一応執行

が終わっているんですけれども、一部マ

ンションの後退が残っておりますね。こ

れは、途中ではいろいろお聞きをしまし

たけれども、この総括をしていただいて、

最終的にはどのようなことになったのか。

まず摂津市としてはどういうふうに解釈

をして、こうなっているのか。一度、ご

説明ください。

　１８番目、都市景観事業について、同

じく決算概要の１１２ページでございま

す。都市景観事業が、これは数年前から

始められて、大規模建築物等の届出等が

実施をされています。要は、そういう申

請を出してもらって、町並みの景観を向

上させていこうという名目のもとに始まっ

たと私は記憶しているんですけれども、

いろいろそのときも警鐘を鳴らしました。

非常に主観的なことを取り扱うというこ

とで、取り扱いが難しいということがあ

るんですね。景観上の問題というのは、

ある人が見ればよくても、この人はもう

ひとつという、そういう主観的なことも

非常に含んでいて、指導する方は非常に

難しいということを指摘をしてきた経緯

もありますが、１６年度で結構でござい

ます、運営について効果的にどのように

認識をされているのか、認識について一

度ご答弁ください。

　それから１９番目、市営住宅管理事業

でございます。同じく決算概要１１５ペー

ジ、市営住宅管理事業について３，８１

９万９，８６０円執行されておりますけ

れども、老朽化している団地が非常にた

くさんあるということでございまして、

建替えの話も、ちらちらとこの間本会議

でも言われておりましたけれども、老朽

化している団地というのはどれとどれと

どれで、それに入居されている年齢層が

わかれば、１６年実績で結構です、教え

ていただけたらありがたいと思います。

　それから２０番目、水路の占用につい

てでございます。事務報告書の２４８ペー

ジの中に水路占用取扱い状況が載せられ

ております。平成１６年度では水路占用

は１７件取り扱いがされております。こ

れは、恐らく新規ということになるんで

しょうけども、これは占用の場合は占用

料をいただくことになっておりますけれ

ども、以前に占用料の話についても議論

があったと思いますけれども、占用料に

ついてはどのようになっているのかとい

うことです。それから、こういうのは大

体更新制をとっておりますから、３年ぐ

らいたてば、３年で更新になると思うん

ですけど、こういう実態について摂津市

としてはどのようになっているのか教え
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てください。

　２１番目、電波障害対策施設管理事業

でございます。これも決算概要の１１０

ページでございますが、この電波障害対

策施設管理事業、これはフォルテの分の

電波障害の分ということで、２３０万８，

９１４円の執行になっています。これは、

多分、共聴アンテナ方式によるんだと思っ

ているんですが、それの管理料というこ

とになると思うんですけど、これはどう

いう方式での電波障害の対策をされてい

るのか、ちょっとご答弁をお願いしたい

と思います。

　最後に、２２番、震災対策推進事業に

ついてでございます。決算概要１１０ペー

ジに、震災対策推進事業として、５万円

だけですが執行となっております。これ

は、事業についての内容について教えて

いただきたいと思います。

　大変たくさんで申しわけございません。

以上です。よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、藤浦

委員の、まず１番目のご質問でございま

すけれども、決算書３９ページ、明示手

数料のうち都市計画道路敷地境界明示手

数料の内容ということでございますけれ

ども、平成１６年度におきましては４件、

明示を行っております。その内容という

ことで、具体的に路線名を申し上げます

と、開藤森線、千里丘正雀一津屋線、千

里丘寝屋川線、大阪高槻京都線の計４件

でございます。それにあわせまして、事

務報告書の１９０ページ、５３条申請の

件でございますけれども、その許可条件

と内容というお問いでございます。

　都市計画法の５３条申請につきまして

は、都市計画施設等の区域内における建

築の規制ということで、その地域内にお

いて建築をされようとする者は、大阪府

知事の許可を受けなければならないとい

う規定でございます。私どもが行ってお

りますのは、それの経由事務を取り扱っ

ております。その許可内容につきまして

は、大阪府の方で許可を出していただい

ているという内容ですけれども、私ども

の経由時点でのチェックといたしまして

は、コンクリート構造物等の永久構造物

であるかないか、その辺のチェックは行

わせていただいております。

　その内容というお問いでございました

ので、１６年度の５３条申請の状況でご

ざいますけれども、まず区画整理関係が

４１件ございます。そのうち鳥飼土地区

画整理事業内が１８件、摂津第一土地区

画整理事業内が２３件でございます。都

市計画道路関係が５件ございまして、開

藤森線が４件、千里丘寝屋川線が１件と

なっております。

　続きまして、１１番目のバリアフリー

基本構想の関係でございますけれども、

平成１７年３月に作成させていただきま

した摂津市交通バリアフリー基本構想の

関係でございます。その中での事業整備

メニューのお話でございますけれども、

特に鉄道の駅舎に対する移動円滑化のた

めのお話でございますけれども、当然、

鉄道事業者は策定委員会の委員として参

画していただいております、阪急電鉄並

びにＪＲ西日本におきましても。その中

で、各事業メニューの中では、いつも申

し上げてますけれども、平成２２年まで

の短期整備、またそれ以降の長期整備と

いう２本立てでさせていただいておりま

す。千里丘につきましては、ＪＲ千里丘

駅の改札構内のエスカレーターは、当初、

長期でございました。エレベーターは短

期整備ということで位置づけをさせてい

ただいております。そういうことで策定

委員会の中で、ＪＲ西日本の意見もお聞
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きした中で、そういう策定をさせていた

だいたものでございます。ただ、エレベー

ターは短期でございますけれども、施工

年度につきましての具体的なお話、それ

は策定委員会の中では行っておりません。

ただ、私どもの意向として、先に阪急と

の協議をさせていただきましたので、１

７年から１８年、１９年の３か年で正雀

駅は設置してまいると。となりますと、

私どもの財政状況を事務方として考慮し

た場合、それに引き続いてＪＲ千里丘を

やっていただきたいということで、ＪＲ

西日本にはお願いした経緯がございます。

ただ、ＪＲ西日本にとりましても、各駅

をお持ちでございますので、そういう向

こうの事業計画等を考えて、今回、でき

たら前倒しで早くさせていただきたいと

いう申し入れがあったものでございます

ので、私どももそれなりに慎重に検討い

たしておるところで、さきのご質問にも

お答えしていますように、来年度以降、

できるだけ早く実施していきたいという

内容でございます。

　続きまして、１７番目の千里丘三島線

交差点改良事業の、いわゆる未買収部分

の進捗状況ということでございますけれ

ども、これはご存じのように、都市計画

道路千里丘三島線の総合福祉館前交差点

と摂津警察署前交差点の改良工事でござ

いまして、これは平成１４年度から１６

年度の３か年で事業を実施して、一定の

歩道整備がもう既に図られております。

ご指摘の南千里丘の１件の用地が未買収

でございまして、現況では非常に歩道が

狭小で、歩行者及び自転車利用者の方々

が危険な状態でございます。この未買収

用地につきましては、権利者の方と平成

８年より継続的に交渉を重ねてまいって

おりますが、理解と協力が得られなかっ

たというものでございます。そうした内

容で、早期事業完成に向けましては１７

年度、今年度でございますけれども、そ

れにおきましては任意交渉と。並行いた

しまして、土地収用法による収用も視野

に入れて取り組んでいこうという方針で

進めてまいったところでございます。

　その土地収用法の手続の中で必要とさ

れます事業認定が、平成１６年１２月１

４日に告示されております。その後、１

７年度に入りましても、収用手続を進め

るとともに、先ほど申し上げましたよう

に任意交渉も進めております。その結果

でございますけれども、ほんまの最近で

ございますけれども、相手方のご理解が

得られまして、大筋ではございますが合

意が得られました。そういうことをもち

まして、近々には契約できるものと思っ

ております。

　概要の１１０ページ、電波障害の関係

でございますけれども、この電波障害対

策施設管理事業につきましては、ご指摘

のように千里丘駅前の再開発に伴う電波

障害の対策でございます。その概要に記

載させていただいています維持管理費用

は２３０万８，９１４円でございまして、

その内訳としましては光熱水費、保険料、

維持管理委託料でございます。この内容

でございますけれども、フォルテ摂津屋

上に設置させていただいております共同

受信アンテナ、それから各戸、今現在で

７３０戸程度ございますけれども、そこ

へのケーブル配線の保守委託をさせてい

ただいているものでございます。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　それでは、質

問番号１３番、安威川ダムに関します、

安威川ダム水特法１２条負担金９９９万

円についてのご説明を申し上げます。

　安威川ダムにつきましては、昭和４２

年、北摂豪雨ということがきっかけにな
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りまして、安威川ダムの建設要望が高まっ

てきたというような状況でございます。

今、用地買収等、着々と進んでいる状況

にございます。先立って、安威川ダム建

設に当たりましては、治水あるいは利水

というような形の中で、若干、変更がな

されてきたという状況にございます。

　水特法に伴います第１２条の負担金で

すけれども、負担金につきましては、安

威川ダム建設にかかわりまして、そこに

おいでの住民の方々が移転、あるいは農

耕されている田んぼ、畑等の移転、こう

いう状況がございます。そういう形での

周辺整備にかかわります負担金が、この

水特法第１２条の負担金という状況でご

ざいます。平成１２年度におきまして、

関連市のもと協定を結んでいると。その

協定に基づきまして、毎年その事業進捗

に合わせた形の負担金をお支払いしてい

るという状況でございます。関連市と申

しますのは高槻市、茨木市、摂津市、吹

田市、大阪市という、この安威川ダムが

完成することにおいて受益を受ける市、

この関係市が負担していると。なおかつ

事業主体となっております大阪府、そし

て水源池として活用しようとする大阪府

の水道部、このあたりが水特法に伴いま

す１２条負担をしているという状況でご

ざいます。

○山本靖一委員長　山口参事。

○山口下水道管理課参事　２０番の質問

にお答えいたします。

　事務報告書２４８ページの水路占用１

７件がございました。その分の占用料は

どうなっているかということでございま

すが、摂津市の法定外公共物の管理条例

が平成１７年４月１日に施行されており

ます。ですから、この１７件に関しまし

ては１６年度でございますので、占用料

は徴収いたしておりません。ですから、

決算書の中には計上させていただいてお

りません。

　それと、３年更新ということでござい

ますが、水路占用に関しては５年更新で

させていただいております。ただし、市

長等の特別な事由がある場合は１０年以

内となっております。

○山本靖一委員長　中谷参事。

○中谷都市整備部参事　質問番号２番、

３番、それから２２番についてお答えさ

せていただきます。

　まず、２番目の決算書で５３ページの、

建築基準法施行事務取扱委託金について

ですけれども、３４万５，９００円入っ

ております。この分につきましては、平

成１１年の法改正に伴いまして、建築確

認をおろすのが民間でもできるというこ

とになりまして、大阪府だけではなしに

民間でも建築確認を受けていただいてい

るというわけなんですけれども、この分

につきましては、大阪府を経由して、大

阪府の建築基準法の手数料条例にしたがっ

て入金された１５％をいただいていると

いうことです。この分につきまして、現

在、先ほどもお話に出てましたんですけ

ども、民間の方の決定がかなりふえてま

いりまして、現在、摂津市で年間を通し

て建築確認を受けているのは大体５００

件前後になろうかと思います。そのうち

の１５％は府、そのうちの８５％がもう

既に民間の方に流れております。そこに

入ってきたお金の中の１５％ということ

になっております。

　続きまして、３番の４２条２項道路と、

それから４３条１項の建築の許可の件で

ございますけれども、正確に年間を通し

て集計をとっているわけではございませ

ん。ただ、記憶では、大体４２条２項の

分につきましては、４メートル未満で昭

和３４年１２月２３日の建築基準法の第
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２次改正時に建ち並びのあった道路とい

うことなんですけれども、大体２０件出

ているかなと思っております。それと、

４３条については４０件程度、年間出て

いるというふうに理解しております。

　その次に、２２番目のご質問なんです

けれども、震災対策推進事業の５万円と

いうご質問なんですけれども、この分に

つきましては、大阪府の全市町村が震災

時に備えて大阪府の建築震災対策協議会

というものを組織いたしております。こ

れは何をするかということですけれども、

災害時に必要とするグッズを備蓄したり、

平時に対策用として耐震診断を行ったり、

応急危険度判定士の養成などを行ってお

ります。それと、各市町村、行政間の事

務連絡等に費やされた分です。この分に

つきましては、各大阪府下の市町村で割

り当てられた金額を出金させていただい

ているということでございます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　藤浦委員の６番

目と７番目のご質問にお答えさせていた

だきます。

　まず６番目で、し尿収集運搬委託料に

関連して、くみ取り件数が減っている中

で、その影響というのがどのくらいある

のか、またどのように処理されているの

かというご質問なのではなかったかと思

います。まず、影響額の方なんですけれ

ども、し尿運搬委託料、これは基本委託

料と作業委託料とに分かれておりまして、

基本委託料については、これは件数によ

らず一定の額でございます。作業委託料

については１件減るごとに１００円減っ

ていくということになりまして、１６年

度ですと１１７件減少しておりますので、

金額的にはそれに１００円を乗じた額と

なります。それが件数が減っている中で、

処理がどのようにされているのか、これ

は合特法の関連のご質問かと思うんです

けれども、くみ取り件数が減少した場合

は、１件当たり補償単価というのが決め

られておりまして、これを乗じた額をお

支払いしていると。さらには補償金とは

別に代替業務を供与しておりまして、公

園ごみ、それから死獣処理、自転車撤去、

こういった代替業務を行っていただいて

いるところでございます。

　次に、７番目の正雀終末処理施設整備

負担金で、平成１６年度にどのような整

備が行われたのかというご質問でござい

ますが、現在、負担金としましては、昭

和５１年から平成１３年にかけて整備さ

れた中で、今現在、その整備の負担金を

お支払いしているということで、平成１

４年度以降については負担金、新たな負

担となるような整備は行われていないと、

こういうふうに見ております。

○山本靖一委員長　水田課長。

○水田交通対策課長　質問番号５番の決

算書、６７ページ、自転車等の鉄屑処分

金の入札の落札価格ということのお問い

でございます。

　業者は５社ございまして、５社で入札

を行っております。それで、自転車の２，

４０５台でございますけれども、これも

全体の価格といたしましては２５万２，

９８３円。それからバイクがございます。

バイクの処分が２８台ございます。それ

が９，２６０円との内訳になっておりま

す。自転車で申し上げますと、約１台当

たり１０５円ぐらいかなというふうに思っ

ております。バイクにおきましては、約

３３０円程度というふうになっておりま

す。

　それから、質問番号８番、決算書１８

３ページの市内循環バスの１，０００万

円の１６年度の乗降客数ということでご

ざいますけれども、近鉄バスで運行いた

－ 15 －



しております。１６年６月１８日に一度

調査されておりまして、１日運行９便、

現行９便で運行しております。１日の利

用者数は調査でいきますと６５人となっ

ておりまして、１４年度におきましては

４６名だったんですけれども、１６年度

においては６５人というふうになってお

ります。１台当たり７人程度の利用では

ないかなというふうに思っております。

　それから、質問番号１４番の概要１０

１ページの違法駐車追放事業でございま

す。これの費用対効果の認識と、それか

ら指導員の人選ということでございます

けれども、駅周辺の違法駐車の防止地区

を指定しておりまして、千里丘東におき

ましては４路線、それから千里丘西にお

きましては６路線、正雀では７路線をパ

トロールを行っております。合わせまし

て鳥飼地域におきましては広報車で啓発

を行っております。平成６年４月１日の

条例改正後当時に比べますと、やはり実

績といたしましては瞬間駐車台数約７０

％ぐらいは減少しているんじゃないかな

というふうに報告をいただいております。

あと、見た目では、瞬間的な路上駐車が

ございますので、その辺の排除の問題も

ございますけれども、効果としては若干

あるんではないかなと思っております。

　それから、指導員の人選でございます

けれども、これは都市交通問題調査会に

委託しておりまして、その中の指導員と

いうことでございます。警察官ではござ

いませんが、警備法の交通誘導の１級、

２級の資格を持った者が指導を行ってい

るというふうになっております。

　それから、質問の１５番の、概要１０

２ページの千里丘自転車・自動車駐車場

の周辺の状況、１６年度の認識はどうなっ

ているんだということでございますけれ

ども、収用台数からいきますと、自転車

１，５２８台、原付が１１２台、計１，

６４０台の収用スペースを確保しており

ます。その状況の中でも、やはり満車の

状態が続きましたことから、１０８台の

増設を行ったわけでございますけれども、

現況からいきますと、満車の状態が出て

しまうということで、利用者が来られま

すとお断りしているケースも多々ござい

ます。そういうことで、トラブルも結構

発生しているということでございます。

また、周辺の状況でございますけれども、

隣接しております吹田市域におきまして

は、住宅開発を行っておられることから、

かなり利用台数がふえておりまして、特

に原付が若干、最近多く見受けられます。

お聞きしますところによりますと、計画

ではまだ吹田市域で約１，０００戸あた

りぐらいの開発の計画があるというふう

に聞いておりますので、それがもし実施

されますと、今、１，６４０台あるスペー

スが、もう今の状況でも満車の状況であ

りますので、なかなか収用し切れないと

いうふうな状況になっております。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、質

問番号９番、決算書１８５ページの大正

川ジョギングロードの４８１万４７０円

の内容について、草刈りについてどの部

分なのかというお問いでございます。

　この内容におきましては、大正川、そ

れと安威川、高水敷と呼ばれておる部分

でございまして、川の部分の一段高くなっ

ておる堤体の法までの部分におきまして、

大阪府におきましてジョギングロードを

設置していただきました。設置していた

だいた後につきましては、摂津市の方で

すべて管理するということになっており

まして、委員おっしゃるとおり草刈り等

を行っておる、その部分の草刈りでござ

います。よりまして、堤防の内法、外法
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等につきましては、むろん大阪府の河川

でございますので、大阪府の方から委託

金をいただきまして、受託行為といたし

まして、先ほど申し上げたジョギングロー

ドのない部分につきましては、大阪府の

委託金で行っておるというような内容で

ございます。

　それから１０番目、同じく決算書１８

５ページの正音寺踏切関連委託料のこと

についてでございますけれども、委託料

といたしましては１７４万３，０００円。

内容としまして若干、高いのではないの

か、どういうふうに検証しておるのかと

いうお問いでございます。委員がおっしゃ

いましたように、この内容につきまして

は、府道正雀停車場線にございます正音

寺踏切を拡幅するに伴いまして、乙の辻

踏切がそれまでにおきましては小型特殊

車が通行可能な踏切でございました。阪

急からの提案といいますか、事実上、乙

の辻踏切におきましては、小型特殊車が

入っているというか、走っておる形跡も

ないということから、何とか小型特殊車

の通行を不可にするということで、正音

寺踏切が拡幅できるというような内容に

なりましたことを受けまして、乙の辻踏

切をそういうふうな形で改良いたしまし

た。

　内容といたしましては、車どめ設置工

といたしまして６か所、舗装工としまし

て４３．５平方メートル。踏切内工事で

ございますので、阪急電鉄でしかさわれ

ない部分でございます。それと、内容と

いたしましては、すべて夜間工事でござ

います。

　我々としまして、少しわからない部分

といたしましては、軌道接近歩掛、要す

るにレールを、昔、下水道工事でちょっ

と経験しているんですけれども、プラス

マイナス５ミリなんていうようなきつい

制限を持っておりまして、そういうふう

なところをさわるということから、先ほ

ど言いましたように、軌道接近歩掛等を

採用しておる部分がございまして、市単

価とは若干異なるというようなことでご

ざいます。軌道敷内の舗装といたしまし

ては、厚み１６センチの９．６平方メー

トル、その外側におきましては厚み１０

センチで３３．９平方メートルの、合計

４３．５平方メートルをやっておる工事

でございます。先ほど申し上げましたよ

うに、正音寺踏切につきましては、大阪

府の道路でございますので、それに関連

する工事ということでございますので、

決算書の歳入の４７ページに記載してお

りますように、大阪府の方からすべて負

担金として費用はいただいておるもので

ございます。

　続きまして１６番、道路関連事業。水

道、下水道、ガス工事などがさまざまな

行われていることから、道路が場所によっ

てはタイムラグによってぼこぼこになっ

ておるじゃないかと。指導についてはど

ういうふうにやっておるのかというお問

いでございますが、大きくは年度の当初

におきまして、水道、下水道、ガス、関

西電力、ＮＴＴを一堂に会しまして、地

下埋設物の協議会、これはあくまでも当

該年度に対象する工事の申し合わせ事項

としまして、どういうふうな工事を予定

しておるのかということで連絡会を設け

ておりまして、むろん道路におきまして

はまちまちに工事されますと、収拾がつ

かなくなりますので、大きくは新舗装に

変えてしまった後に、また違うものの地

下埋設工事がされないようなということ

で、打ち合わせを行っておるのが年度当

初の予定でございます。

　あと、突発的にといいますか、建築確

認行為といいますのは、あくまでも建設

－ 17 －



工事は申請者の都合で行われるものです

ので、その都度、水道の引き込み工事で

ありますとか、下水道の引き込み工事で

ありますとか、またガスの引き込み工事

でありますとか、まちまちに行っておる

のが現状でございます。可能な範囲で届

け出があるうちに調整いたしまして、最

終まだの工事と思われるところに対しま

して、すべて調整させまして、１枚もの

の道路の面する間口ぐらい程度になるわ

けなんですけれども、舗装につきまして

は可能な範囲でさせておるというのが現

状でございます。

○山本靖一委員長　長野課長。

○長野建築住宅課長　私の方から、１２

番目の市有建築物保全・調査委託料、１

９１ページの決算書に記載されておりま

す。この点につきましてご答弁申し上げ

ます。

　当事業は、委員ご指摘のとおり、緊急

雇用促進特別基金事業補助１０分の１０

を受けたものであり、具体的には昨年の

８月から７か月を費やしまして、建築技

術者、電気技術者、機械技術者の３名に

よりまして、市の市有建築物１１９施設、

棟数で言いますと１８６棟を調査しまし

て、それぞれの劣化調査を行っておりま

す。成果品といたしましては、それらの

調査結果、それと現地の報告書等々が出

されております。すべて電子データで受

領しておりますので、コンピューターも

含めてということでございます。それと、

動かすためのシステムの導入の費用も含

めております。今後の活用としましては、

市有建築物の有効活用、今後の修繕、改

修を含む維持保全のために適切に活用し

たいと考えております。

　次に、１９番目の市営住宅管理事業に

ついてのご質問でございますけれども、

老朽化している団地と入居者の年齢層が

わかればということでございますが、事

務報告書２０２ページに、私どもが管理

しております市営住宅の管理状況という

のを報告させていただいております。鳥

飼八町団地をはじめ７団地を記載してお

りますけれども、この中で昭和３７年、

３８年、鳥飼野々団地、木造と準耐火で

ございますが、この２団地が特に老朽化

が著しいと考えております。それともう

１点、鯵生野第１団地、第２団地なんで

すけれども、これはそれぞれ４４年度、

４５年度ということで管理開始をしてい

るわけでございますけれども、これらに

つきましては老朽化もさることながら、

居住水準の改善ということを従来から言

われておりまして、この２団地につきま

しても建替えということで考えておりま

す。

　年齢層につきましては、１６年度のデー

タによりますと、世帯主で見ますと、そ

れぞれ鳥飼野々、鯵生野４団地で７７戸

のうち、空き家がございますので、５０

歳代以上の世帯主がもう６７戸というこ

とでございます。あと２０歳代が野々で

はゼロでございます。３０歳代も木造の

野々で２戸、鯵生野第１団地で２戸、鯵

生野第２団地で１戸でございますね、申

しわけございません。ということで、か

なり高齢化の世帯が多いということで考

えております。実際の世帯主以外の入居

者で見ましても、４団地のうち１１７名

の方がおられますけれども、そのうち５

０歳代以上が５３人となっております。

そして、１９歳以下の方が２６人という

ことでございます。

○山本靖一委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　１８番、大

規模建築物の届け出に対します成果とい

うことについてでございますけれども、

大規模建築物の届け出につきましては、
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平成１４年１０月から実施しております。

実施に当たりましては、景観にはいろい

ろな見方もあることから、届け出に対し

ます助言または指導においての専門性や

公平性を図るために、学識経験者をアド

バイザーとしますアドバイザー委員会を

設置して進めているものでございます。

平成１６年度におきましては、届け出件

数３１件に対しまして、アドバイザー委

員会を１０回開催いたしております。

　成果につきましては、最近では建築業

者も当初から景観に配慮されるケースも

ふえてきており、届け出の成果は上がっ

ているものと考えております。また、景

観につきましては長期にわたって形成さ

れるものであることから、今後とも周辺

の景観に大きな影響を与えます大規模建

築物につきましては、この届け出制度を

続けてまいって、よりよい景観形成に努

めてまいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　渡場参事。

○渡場都市計画課参事　ご質問の４番、

ＪＲ千里丘ガード拡幅委託金についてご

説明申し上げます。

　決算書の５３ページでございまして、

ＪＲガード拡幅委託金１６年度には２，

５５３万５，９８４円執行いたしており

ます。これにつきましては、平成１５年

に契約を締結いたしました８件ございま

すけれども、それの一部を移転の完了が

１６年１１月に終わりましたので、予算

執行させていただいたと。なお、この金

額につきましては、府から全額委託金と

して摂津市の方へ収入されます。

　そして、１６年度の他の移転というよ

うなことでやられた物件についてのお尋

ねですけれども、平成１６年度当初にお

きましても、用地買収についての予算を

とらせていただきました。１６年度当初

から、今度は大阪府とともに用地交渉に

当たってまいりましたら、いつも申し上

げて申しわけないんですが、全く交渉の

糸口がつかめないというような状況にな

りまして、大阪府と用地取得の業務につ

いて協議をいたしました結果、以降につ

きましては、大阪府の方で土地収用を視

野に、用地取得業務を進めていただくと

いうことに相なったわけでございます。

そして、１６年度末、平成１７年の３月

直前だったぐらいと思うんですが、土地

収用に関しての権利取得裁決申請、ある

いは明け渡し裁決申し立てが大阪府の方

で進められて、現在、収用委員会で審理

が引き続き進められていると聞き及んで

おります。明瞭な時期については判明い

たしておりませんが、近い時期に収用審

理が結審され、裁決がなされるものと思

います。

○山本靖一委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　先ほど答弁させ

ていただきました質問番号１７番、千里

丘三島線交差点改良事業の中で、土地収

用の手続に関しまして、事業認定が平成

１６年１２月１４日に告示されたという

ことを申し上げましたけれども、平成１

６年１２月１７日に訂正方お願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　一通り終わったと思

います。

　藤浦委員。

○藤浦委員　ありがとうございました。

　それじゃ２回目の質問をさせていただ

きたいと思います。

　まず、１番目の都市計画道路敷地境界

明示関連でございますけれども、内情的

には５３条申請も区画整理区域内での５

３条申請が多かったということでござい

まして、道路敷地内では件数としてそん

なになかったんだということでございま

して、今、大阪府は１７年度に都市計画
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道路の見直し作業を行っておられると思

うんですけど、これは非常に気になると

ころなんですけれども、もう本当に事業

決定されてから随分になる道路もあって、

なかなかこれは難しいなというような道

路も今のところあるわけですが、こういっ

たのがどういうふうになっているか。例

えば、５３条の規制を受けているような

ものが、突然外されるようなことになっ

た場合、５３条は一体どうなるんだとい

うような話を、私はちょっと疑問に思う

わけです。それがこれに当たるかどうか

わかりませんし、過去に５３条で許可を

受けられて、言われたようにコンクリー

トはだめやと。これは時代がちょっと古

いんだと思うんですけど、昔やったらコ

ンクリートはもう堅牢ですけど、今はつ

ぶすのは簡単ですけど、重機を持ってく

れば簡単につぶれるわけですけれども、

鉄骨はいいとか。３階建てはだめで２階

建てはいいとか、いろいろ規定が、古い

段階での重機、壊しやすさを見ての規定

になっているとは思うんですけれども、

それでも今でもそれは規定をかけられて

いますので、貴重な土地の中で、これは

ひとつ、やっぱりそういうことも考慮し

て、都市計画の見直しをやらないといけ

ないとは思うんです。

　ちょっと話が広がるかもわかりません

が、都市計画道路の見直しについては、

何らかの相談なりはあるんでしょう、摂

津市に対しても。５３条１項の許可なん

かは、この取り扱いでどういうふうに扱

われていくべきものなのかとか、扱われ

ていくのか。それで、また何か漏れ聞こ

えているようなことがあれば、ちょっと

教えていただきたいと思うのと、都計道

路の見直しがどのようなスケジュールで

行われていくことになるのか、ちょっと

教えていただければありがたいと思いま

す。

　それから、２番目の、建築法関連の取

り扱い事務ですね。先ほどもご説明いた

だきました。確認手数料の１５％をいた

だいているということでございまして、

これは非常にありがたい、ある意味では

ありがたいことですよね。以前から私が

その関連の議論をしている時分から、大

阪府がどんどん業務を減らそうというこ

とで、当時はまだ人口が１０万人を超え

ているところでも自分とこで許可をして

おりましたが、確認申請の事務をしてお

りましたけれども、どんどん市に移管と

いうことで、基本的に私たちが１０万人

を超えたところについては、特定行政庁

として事務を下げていこうということで、

結構周辺も特定行政庁になられました。

摂津市はまだなってないですね。８万６，

０００人ではなっていない。だから、大

阪府が直接握っているというか、してい

るところが大分減ってきているわけです。

本来なら、もうこれは全部市にお願いし

ますという方向になるだろうなと思うん

です、やがては。大阪府としてはどうい

う考え方を持っているのかというのがわ

かれば、教えていただきたいなと思うん

です。

　それから、数年前から、さっきもあっ

たように、確認申請の手続が民間へ流れ

ていっています、どんどん。昔は出始め

のころというか、やり始めのころはなか

なかもたついてはりましたけど、最近は

すごく早くなりました。昔やったら、そ

れこそ２１日間という期間におろしたら

いいというようになっているんですね。

だから、２１日を平気で超えてらっしゃ

いましたけど、民間だったら３日や４日

でおりてしまうというような状況で、す

ごく早くなりましたから、もうほとんど

民間に流れている。
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　例えば事務をおろされてしまうと、拒

否できませんから。持ってこられたら、

やっぱりやらなあかんのです。だから、

何らかの人配置を、この１０万人以上の

ところはされたんやけども、確認手数料

というのが決められて、それは一応いた

だけることになるんですが、それも今言

うたみたいに民間に流れてしまったので

もらえないですよね。そうすると、人は

配置せなあかんわ、手数料はくれへんわ

で。今の１５％の部分も経費手数料とし

てもらっていた分も、これはどうなるの

かちょっとようわかりませんが、非常に

損というか、おろしてほしくないという

現状ではないかなと思うんですが、そう

いうことも含めて、委託料の行方、それ

から大阪府の考え方もちょっと含めて、

どういうふうな方向になっていきそうな

のか、ちょっと教えていただけたらあり

がたいと思います。

　それから、３番目の道路の関係ですが、

４２条２号道路の分で大体２０件ぐらい

あったと。それで、４３条１項で４０件

ぐらいありましたということでございま

した。これは、４３条１項の場合は非常

に厳格になっておりまして、許可申請で

すから、事前に許可申請を出して、道路

の分を、一応、道路形態で工事をして、

少なくとも自分の敷地の前については４

メートルの確保をして、検査受けをして、

初めて確認申請が経由をしていただける

という、厳しくなりましたね。４３条の

１項だけはすごく厳しくなって、ある意

味では、すごくその持ち主は怒っていらっ

しゃる部分もありますけど、非常に市と

していい、確実に広がっていきますから

ね、道路がね、いい制度だと思います。

ところが、４２条２項道路というのは非

常にくせ者でございまして、空地を設け

たらいいということになってまして、建

築物は建てたらだめですよという話です

ね。塀とか花壇が建築物かどうかという

のが、いつも論争になるんです。４０セ

ンチ、５０センチだと花壇だと。これは

建築物じゃないですよ、塀じゃなかった

らいいわけですが、そういう部分。それ

から、検査受けをして検査を受けておい

て、後から塀をつくってしまうという、

悪質な件とか。悪質なのかどうかわかり

ませんが、非常に法の抜け道があいまい

なので逃げられるんです。物を置いてい

く人がいます。例えばバイクをばっと並

べて、バイクの商売をするのに、ほとん

ど後退した部分はおれの土地やというて、

バイクを並べて店を広げてはる方もいらっ

しゃいますね。本来なら、こういう建物

が建てかわって、こういう空地を設けて

いただくということで、災害的な問題と

かそういう問題で、道路が広がっていく

ことが市としては非常にありがたい。住

んでいる方もありがたいわけでございま

すが、なかなか非常に底地の高い問題、

高い土地ですから、そんな１平米たりと

もやるのは嫌だというふうな、こういう

心情だと思うんです。特にこれは昔から

建ち並んでいるところに適用が多いです

から、旧の村に非常に多いんですね、こ

れが。私もよく聞くのは、そういう部分

が広がってくれたら、何かあったときに

救急車が入ってこれるとか、消防車が入っ

てこれるのに、実際にはなかなか広がら

ないという相談をよく聞くんです。都計

法の２９条がかかった場合なんか、これ

は帰属しなければいけないという義務が

ありますけど、建築確認申請だけでは、

なかなか後のことについても、空地とし

て確保していただくことすらちょっと難

しいのか現状ではないかと思うんですけ

ど、この２０件ありますけれども、現状

について把握をされているのであれば、
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ちょっとその内情を教えていただきたい

と思います。

　それから、こういうケースの場合に、

他市では道路を広げていっているところ

もあるんです。その４２条２項に沿って、

自分のとこの独自の政策を載せて、それ

で建物を建てる、かわるたびに、その道

路を整備をしていってらっしゃる市もあ

ります。そういう市の事例と、本市でも

そういうふうな取り組みができないもの

かということを私は考えるわけです、前

から言っておりますけど。ちょっと展望

も合わせてご答弁をお願いしたいと思い

ます。

　それから、４番目のＪＲ千里丘拡幅工

事関連でございますが、あと２件だけ残っ

ているということでございます。移転に

ついては。これは１６年度も一生懸命やっ

ていただいて、本体工事もいよいよ入る

ための接道の取りつけの道路なんかの工

事も始まったりしておりますけれども、

裁判所に土地収用についての手続をされ

ているということでございます。これは

しっかりと、とにかくおくれないように

やっていただかなければならないと思う

わけで、大阪府とまた連携をとっていた

だいて、工事に支障の来さないような形

で、しっかり進めていただきたいことを

要望しておきたいと思います。

　それから、本体工事の付随を、切りか

えための工事も進められておりますけれ

ども、これは全体としてはポイントの、

線路敷内のポイントが１か所邪魔になる

から、これたった１つのために１年おく

れますということで、以前説明を受けた

ことがありますけれども、ちょっとこれ、

もう少し全体的な工程の管理をされてい

る中で、大丈夫なんですか。これは着々

と進められていることになっているのか

どうか、ちょっとわからないわけですが、

その辺を含めて、市としても工程管理さ

れている中で、工程管理は大阪府かもし

れませんけど、しっかり見ておいてほし

いと思うんですが、その辺のことを含め

て、安心させる意味で、ちょっと全体と

して工程管理の面で答弁をお願いしたい

と思います。

　それから、自転車鉄屑処分金について

です。本来、毎月いくらぐらいで入って

ますかというふうにお聞きしたかったん

です。例えば、４月は１２０円でしたと

か、５月は１１０円でしたとかいうふう

なことになるんだと思うんですけど、大

体平均して１００台、１００円前後です。

この値段は妥当なのかどうかというのは、

私は非常に疑問なんです。結構、リサイ

クル自転車なんかで８，０００円、９，

０００円とか、そういう専門のリサイク

ルの自転車屋で売っています。そういう

のを多分、業者は買って、リサイクルで

回せるやつはリサイクルに卸す、それか

ら北朝鮮へ送ったり。今、非常に北朝鮮

にたくさんの自転車が流れてますが、ど

うしてもあかんやつだけは屑鉄になるん

でしょうね。何かそういう行き先のこと

なんかも聞いてますと、だれかがもうけ

ているような気がしてならないんですけ

ど。摂津市も多額の費用を投じて、撤去

費用をかけて撤去して、保管して、半分

ぐらいしか取りに来ないんですね。半分

ぐらいはもう処分になってしまうんです。

自転車が非常に安くなっているというこ

ともあると思うんです、取りに来られな

いことについては。そういうのの他市な

んかでも取り組みとしては、いろいろイ

ンターネットで競売をできるようなシス

テムを入れたりとか、いろんなことを考

えているところがありますけれども、何

か１００円台というのが、これでずっと

今までやってきてはると思うんですが、
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既得権のようになってしまって、もうそ

れが変えられへんようになってしまって

いるようなことになってないのかな、と

いうふうに心配するんです。もう少し有

効な処分方法。有効というのは摂津市に

対して、これにかけた費用を少しでも還

元できるという意味で、有効に処分でき

ることが考えられないのかなと思うんで

すが、その辺、ちょっと市としてどうい

うふうに考えてらっしゃるのか、将来を

見渡して、見解を一度お聞かせください。

　それから６番目、し尿収集運搬委託料

の関連でございますけれども、難しい問

題と思うんです。私もよく理解できない

部分が多々あるんですが、１件減ったら

補償料を幾らって払うんですわと、こう

言いましたね。何ぼやというのを言って

ください。それは何でそう決まったのか。

何でその金額に決まったのか。法律で決

められているのか、それとも摂津市とし

てそう決めたのか。摂津市で決めたのだっ

たら、どういう根拠で決めたのか。業者

と話し合いで決めたとか、その辺も含め

てちょっと教えていただきたいと思いま

す。

　それから、先ほども言うてはります下

水道整備等に伴う一般廃棄物処理業者等

の合理化に関する特別措置法、合特法が

あって、くみ取り件数がどんどん減って

いると。１６年度においても、先ほどあっ

た公園等ごみ収集業務委託料２，１８８

万７，４００円。これはそういう業務の

一部補償というんですか、何ですか、そ

ういうふうにされているんですね。これ

は入札とかじゃなくて、もうある一定の

企業にされていると。それから、先ほど

の放置自転車の関連ですが、撤去等移動

委託料９４２万３６０円。この委託料も

そういう目的になっていますね。委託を

受けている車が、小さい字で摂津市と名

前も書いてありますね。そういうことに

なっているわけですけど。本市ではどう

いうふうにして、今の金額もそうですし、

仕事での補償についても決めていらっしゃ

るのか、ちょっと合わせてお願いしたい

と思います。それから、以前は２社あり

ましたね。１つがＨ社の方が事情があっ

て、Ｋ社の方が全部引き継ぐという形に

なりましたね。これは補償関係というの

はそのまま全部引き継いでしまうんです

ね。こんなんが自分では理解できないと

いうか、納得できないんですけども、こ

うしたことの一連の関係も含めて、ちょっ

と整理をして、今の２社が１社になった

ということも含めて、ちょっとどういう

影響になってきているのか、ご答弁をお

願いしたいと思います。

　それから、終末処理施設整備負担金。

１４年度の工事以後は整備はしていない

というふうにおっしゃってました。じゃ、

何で整備負担金を支払っていくことにな

るのか。例えば向こうの起債をかけた分

の一部をこっちが払っていることになる

のか。それとも、これはもうそういう名

目で運営費用を何か払うことになってい

るのか。整備負担金やったら、やっぱり

整備があってそれを負担しているという

ことになると思いますけど、ちょっとそ

の辺のことが、今の答弁でよくわからな

かったので、もう一遍教えてください。

　それから、以前に私、向こうを見学に

行かせていただいたことがあります。脱

水棟というのがあるんです。脱水をされ

ている、最後、摂津市が出したものなの

かが非常に繊維類が多く含まれてまして、

それをこして、絞って、最後、脱水棟で

脱水をして、それで岡山の業者へ持って

いって、それを肥料に変えているという

工程をされているんですけど。私が行っ

たときは脱水棟がオープンでした、非常
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ににおいがきつかったんですが、オープ

ンになっていて、脱臭の装置がされてな

かったんです。将来的にはやっていきま

すという方向の話を聞いたんですね。大

体１６年をめどにとおっしゃってました

けども、私はそれをちょっと期待を持っ

ているんですが、そういうお話がなかっ

たんでしょうか、この１６年度の中で。

脱水棟の防臭対策をいたしますという話

はなかったのか、ちょっとあわせてお聞

かせください。

　それから、市内循環バス運行補助金関

連ですが、８番目ですね。１日に四十数

人から６５人にふえたということで、ど

ういうふうに解釈をしたらええのか、ちょっ

とわからないんですけど、着実にふえて

きているととっていいのか、それとも一

時的にちょっと調査した日が多かったと、

こういうとらえ方をしていいのか、ちょっ

とようわからないんですが、どちらにし

ても、１，０００万円という費用対効果

については、目覚ましく改善されたとい

うことではないとは思うんです。昨年も

ずっと市役所を中心としたルートの検証

とか検討をずっとされてましたですね。

結論的にはどうなっていっているのかよ

うわかりませんけども、現状の費用対効

果と、それから今まで検討されている市

役所を中心とした新たなルートの模索と

あわせて、今までの動きでこれがどのよ

うに検討されてきて、また方向性をつけ

ようとされているのか、ちょっとご答弁

をお願いしたいと思います。

　９番目、大正川ジョギングロードの環

境整備委託料関連でございますが、平地

の部分が大正川ジョギングロードで、法

は違うんだというお話がございましたね、

今、ちょっと私、区別がようわからなかっ

たんですが、今年度だったか去年だった

か、代表質問のときに、大正川の河川敷

を都市公園化をしていきたいという方向

性をお聞きしました。公園面積が非常に

摂津市の場合は少ないということがあり

ますし、都市公園の面積が少ないという

ので、非常にこれはいいことであるとは

思いましたんですが、ただ、現状として

大正川のジョギングロードは管理をされ

て、都市公園になると、面積上の話だけ

ではなく、例えば費用面で何か変わって

いくことが発生するのか、今、委託金も

補助金も受けられていないということに

なるんだろうと思うんですけど、例えば

法敷の部分は公園にはならないんでしょ

うね。そういうことも含めて、どういう

ふうな影響になっていくのか、また手続

については、ほんまにそう進めようとさ

れているのか、それともちょっと一服と

いうか、一たんとまりになっているのか、

それも含めてちょっと教えていただきた

いと思います。

　正音寺踏切の関係、１０番でございま

すが、これは府からの費用負担ですので、

確かに多少高かっても摂津市は腹が痛ま

ないという話でございますけれども、改

修をしていただいて、よくなったのか、

悪くなったのかよくわからない改修なん

です。それで、もともとここは狭いと。

ずっと昔の旧の太中の方からずっと道路

が、これは結構広くて、ここが狭くて、

また広くなっているという現状なんです

ね。これはもうそのままですね。非常に

ふだんから人と自転車も多い。朝夕は双

方から通勤や通学の人たちが、電車が並

んでますから、もう本当にごった返しを

して行き来をしているということになっ

ています。それで、前は枕木が２本突き

たててあったんですね。それが車どめ３

本設置されるようになりました。余り変

わっていないように思うかもわかりませ

んけど、障害物としては２本から３本に
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ふえたんです。それで、かえって危なく

なったという、非常に意見も地域からは

あります。近所の方では、お年寄りの方

が車どめにぶつかって、こけて倒れて救

急車に運ばれたという、何人かの人が運

ばれたという証言も聞いてきてるんです

けど。そのように、決して安全になった

わけでもなく、よくなったわけではなく、

正音寺の踏切は拡幅をされてよくなりま

した。ところが、乙の辻の踏切は改修は

してはいただいたんですけど、安全になっ

たとは決して言えない。かえって危なく

なったという認識が非常に地域の方には

あるんです。そういう現状で、根本的に

危険な状態というのは全然変わってない

状況でございまして、これは幅を広げて

いただくというのが一番いいわけですが、

それはなかなか本当に難しいと思うんで

すが、例えば幅を広げる、もしくは立体

交差になれば解決をするわけですが、そ

れは大分先の話やから、そこまで辛抱す

るのも大変な話なんですが、例えば歩道

橋を人だけでも渡すために、人を減らす

ために、歩道橋をかけられないかとか、

いろいろ手段はあるのではないのかと思

うんですが、そういう緩衝策をもうちょっ

と何か考えられないかと思うんですが、

その辺の見解をちょっと教えていただき

たいと思います。

　１１番目、交通バリアフリー基本構想

の関連ですけれども、ちょっとわかりま

した、内容は。これはＪＲそのものの意

向がそのままではなくて、財政的な面で

摂津市の意向がバリアフリー基本構想に

は記載されたんですよということでござ

いました。そう言っていただいたら、そ

うだなとわかるんですけど。ＪＲの方が

いろいろあって、できたら早い時期にし

ましょうという話もあったんですね。そ

れは非常によいことなんですけど、別に

否定することではないんですが。明年度

に予算化できるように、これは要望させ

ていただきたいと思いますし、ちょっと

細かいところも申しますと、基本構想の

中ではＪＲのホームに柵があって、それ

が鎖の柵になってまして、危ないから改

修をすると、近々改修されますと書いて

ありますね。改修されたんですね。とこ

ろが、２０センチのすき間の柵で、子ど

もがすり抜けるんです。こういうところ

も、できたらもうちょっと常識のある柵

といいますか、やっぱりお金をかけてや

るには、何で子どもがすり抜けるような

柵をつけるんかなと、僕は個人的に思う

んですが。それでよしとするのではなく

て、やっぱりバリアフリーとか安全対策

の面では、そういう部分も改善してもら

えるような要望も、合わせて行っていた

だきたい。これは要望しておきます。

　それから１２番目。市有建築物保全・

調査委託料の関係でございます。調査さ

れて、建物管理等に活用していくという

ことでございました。特に近年、アスベ

スト調査も入られてますけど、これも台

帳活用ができて、スムーズにできたのか

なと思ったりするんですけども。その辺

との関連もちょっと一度お聞かせくださ

い。

　安威川ダムについてはわかりました。

わかりましたというよりも、本当はいろ

んな変更があって、立ちのきについては、

そのまま立ちのきのことは変更にならな

かったんですね、立ちのき関連について

は。利水の部分が変更になって、水位が

下がりましたんですよね。それで、本来、

立ちのかなければならない方が立ちのか

なくても影響が出なくなったとか、何と

かともめてましたでしょう。それはその

まま続行されるということになったんだっ

たら、この負担金についても何ら変わり
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はないとなるわけです。この辺の変更は

あったかないかというご答弁がなかった

ので、その辺の負担金に関連して、そう

いう立ちのきとかそういう部分に変更が

あるのかないのかを、ちょっとお聞かせ

ください。

　それから、１４番目の違法駐車追放事

業に関してでございますけれども、ちゃ

んと資格を持った方に行っていただいて

いるということでございますし、効果も

上がっているという認識をされていると

いうことでございますので、これはしっ

かりとこれからも引き続き、さらに強化

をできる方法で、しかし費用はなるだけ

抑えて削減して、効果を上げる方法でしっ

かり工夫をしていただいて、効果を上げ

ていただきたい。やっぱり駐車問題はずっ

とありますから。駐車問題については苦

情もありますので、これはしっかりお願

いしておきますので、要望とさせていた

だきます。

　１５番目の、千里丘の自転車駐車場の

問題ですけれども、まだまだ周辺にマン

ションが、吹田の方のマンションですね、

摂津市はほとんどありませんから、吹田

ばっかりできるわけですけど。本来なら

吹田市が整備してくれたらええ話だと思

うんですけど、何で吹田のマンションが

ふえたら摂津市がお金を出して、自転車

の整備をせなあかんねんという気持ちは

非常にありますけども、それでも千里丘

周辺が自転車だらけになるのも、これは

困るということもありまして、これは対

応していただいていると思うわけですけ

ども、何か具体的に予測も立てられてい

て、何か考えていることがあるのであれ

ば、ちょっと一度この際お聞かせ願いた

いと思います。

　それから１６番目ですが、道路管理事

業でございます。特にガス管の取り替え

とか水道管の取り替えとか、そんなのは

多分、恐らく話し合いをして、年間でき

ちっとつくれると思いますし、また建築

工事の場合は、やっぱりこれはなかなか

話し合いをするのは難しいと思います。

道路の掘削をするのに道路占用の許可を

もらわなあきません。１２月はなかなか

出ないとか、いろいろ警察の都合なんか

もあって規制がかかるんですね。そうい

う部分で、道路占用を受け付けるときに、

例えば水道と下水とガスと、全部話し合

いをして、最後に工事をするところが、

それを全部カバーする１枚の舗装にして、

舗装しなさいというふうな規制をかけて

いる市があります。これは話し合いをし

て持っていきなさいと。そうでないと道

路占用を受け付けないというような規制

をかけられたことがありました。非常に

やかましいです、うるさいです、面倒く

さいですけども、でも道路のことを考え

ると、後々はよくなると。それぞれかま

ぼこ状になるよりも、１枚だけぼこっと

最後になるんですね。最後に掘削をする

ところが、その最後を舗装をする、全部

をカバーする、それまでは仮で置いてお

くんですね。そういうふうな指導をされ

ている市がありましたけど、なるだけそ

ういう舗装形態、道路形態が工事等によっ

て傷められたりとかならないような工夫

を、これはちょっと考えていただきたい

と思いますので、要望させていただきた

いと思います。

○山本靖一委員長　藤浦委員、途中です

けれども、暫時休憩したいと思います。

（午後０時　休憩）

（午後１時　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

○藤浦委員　それでは、続きを行わせて

いただきます。

　１７番、千里丘三島線交差点改良工事
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に関しまして、先ほど答弁が返ってきて、

希望が持てる答弁があったわけですが、

交渉がほぼまとまったということでござ

います。ということは、工事に今後入ら

れるということになるんでしょうか。以

前の１６年度までの予算ですね、これと

の関連で、また追加で予算を立てて工事

をすることになるんでしょうか、この辺

だけをちょっと教えていただきたいと思

います。

　それから、１８番目、都市景観事業で

すが、実績というんですか、評価が上がっ

ているということでございますけれども、

日々これはしっかりとこれからも研さん

というか、努力をしていただいて、より

制度としてしっかり定着をして、関係者

各位が協力をしてもらえるように、引き

続き努力をしていただいて、これはやっ

ぱり摂津市の景観をしっかりとつくって

いこうという大きな取り組みの一環でご

ざいますので、これはしっかり取り組み

をしていただくことを要望しておきたい

と思います。

　それから、１９番目、市営住宅管理事

業に関連をいたしまして、先ほど、実態

について教えていただきました。非常に

高齢者が多いということでございますし、

今後はこれが、先日答弁があったように

建替えを行っていくという方向で進めて

いかれるということですと、入居されて

いる方に、当然お話をして、了解をもらっ

て、それで恐らくはその方たちが希望さ

れるのであれば、こちらの方に来ていた

だくというような手法でされるというこ

とになろうかと思うんです。これはいろ

いろ財政的な問題もありますし、その辺

もしっかりと広報していただく中で、特

に鳥飼野々団地なんか私も見たことがあ

りますが、大変老朽化がひどいというこ

ともございますし、市民要望としては、

非常に重要な実現にもあると思いますの

で、その辺のことを考慮していただいて、

進めていただくと。また、途中、途中しっ

かり、またご報告もいただきますように、

これは要望しておきますのでお願いいた

します。

　２０番でございますが、１７年４月１

日からでしたね、水路の占用料を取ると

いうことは。１６年度は関係ないという

ことでございますが、５年で更新という

ことでございますので、５年たてば、こ

れはまた今度の更新分から取るようにな

るんですか。ということと、既にもう更

新が来た部分については、新たにもらう

という話で、話がついていくことになる

のでしょうか、この辺はちょっと一度ご

答弁をいただきたい。

　電波障害の対策について。７３０戸共

聴アンテナで行うということでございま

す。以前にはこれをケーブルテレビが完

備されてきたので、ケーブルテレビにか

えていくという考え方も検討していただ

いているという話もありました。将来的

には、今度は地上波、デジタル放送が開

始をされるということが、もう明確にわ

かってきてまして、地上波になると電波

障害はなくなるということになるんです

よね。それで、そのかわり各戸でアンテ

ナを立てるなりの対処をせなならんとい

うことになりますが、この辺の方針につ

いて考えておられるのか、また考えよう

とされているのか、地上波の対策ですね。

その辺をちょっとお聞かせください。

　震災対策推進事業については、５万円

の執行ですのでわかりましたんですが、

耐震診断等についても行っていく。これ

は多分、震災があったときの対応の仕方

だと思うんですけれども。ちょっと話が

飛躍しますけども、せんだっての本会議

の中でも議論にありました。民間の建物
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を本当に耐震化していこうという方針が

ありまして、耐震調査の助成制度という

のは以前はあったと。しかし、１件も申

し込みがなくて廃止されたということは、

非常に残念だと私も思います。先日、国

におきまして、耐震改修促進法というの

が改正をされました。今、まさしくこれ

から民間の建物を耐震化していこうと。

耐震に強いまちづくりをしていこうとい

うことでございまして、今後１０年間で

民間建物の９０％までを耐震化をするこ

とを目標にするということでございまし

て、年末年始にかけて、国のまず耐震改

修計画をつくると。それに基づいて、来

年の８月ぐらいまでに、各地方で耐震計

画をつくっていただきたいというふうな

話が、国土交通大臣の方からありました。

いよいよこういう意味では、本格的に耐

震が進んでいる。しかも民間の建物、公

共の建物も当然ですが、なかなかまだ学

校の耐震とかおくれているような状態で

ございますが、民間の建物についても耐

震をどんどん進めていかなければいけな

い。これをイニシアチブを市が計画をつ

くってやっていかなければいけないとい

う段階に入ってまいると思いますので、

市民の意識の改革はこれからだんだん高

まろうというふうに思うんです。そういっ

たことも含めて、この防災、耐震行政と

いうんですか、これについてはしっかり

と見きわめを行いながら、推進をしてい

ただきたいということを、これは要望し

ておきますので、よろしくお願いいたし

ます。

　以上で２回目の質問を終わります。

○山本靖一委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、２回

目のご質問にご答弁させていただきます。

　まず、質問の番号１でございますけれ

ども、都市計画道路の見直し作業の関連

する問題でございます。大阪府におきま

しては、平成１５年より見直し作業を進

めてこられておられます。私どもの北部

大阪につきましては平成１７年度に見直

しを行うということで作業をしていただ

いたところでございます。

　その中で、まず１点目の見直し作業の

中で万が一廃止になった路線につきまし

て、過去に５３条の規制等の取り扱いは

というご質問でございますけれども、大

阪府につきましては、以前に５３条申請

を受け付けて規制をかけたものでありま

しても、補償等の対応はとらないという

内容が大阪府の見解でございます。

　今回の見直し作業そのものについての

ご報告をさせていただきますと、都市計

画道路の見直しにつきましては、当初、

都市計画決定が旧の都市計画法において

なされて、なおかつ現在まで未整備な箇

所について、存続するか廃止するかを検

討することを目的といたしております。

よって、よく議論になります幅員の変更、

また線型の変更になどについては、今回

の見直しの対象にはなっておりません。

　そうしたことから、府の方におきまし

ては、見直しの判断として、ある一定基

準を策定されておられます。その基準に

よりますと、対象の路線の評価につきま

しては、その都市計画道路の機能が代替

道路で受け持つ機能があるかどうかで、

存続か廃止するという、その基準でござ

います。今申し上げてます代替的に受け

持つ道路とは、２車線の場合、おおむね

１０メートルの幅員というふうに位置づ

けされておられます。１０メートル以上

の代替道路がある場合は、評価上は廃止

の対象路線としてみなされるというもの

でございます。

　それを今回、本市の場合でございます

けれども、大阪府から示されました本市
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での廃止の対象路線となりましたのは３

路線、４区間ございます。まず１点目が、

大阪鳥飼上上田部線の別府一津屋あたり、

東別府になるんですか、都市計画道路の

千里丘正雀一津屋線から大阪中央環状線

までの区間、これは幅員が１６メートル

の区間でございます。その件と、新在家

鳥飼上線の大阪中央環状線から鳥飼西部

の土地区画整理事業の境まで、いわゆる

新幹線側道でございます、これの１２メー

トルの区間。それからもう１点は千里丘

三島線で、１つ目が阪急京都線を挟んだ

区間。もう一方が、トヨタカローラから

十三高槻線までの区間が、一応廃止の対

象として示されたものでございます。そ

れを受けまして、本市といたしましても

いろいろ現地調査、それでまた検討を行っ

ております。本市といたしましては、大

阪府より廃止が示された当該路線は、そ

れぞれ交通量も多うございますし、また

歩行者、自転車の利用者の安全対策を考

えますと、今後、やっぱり一定幅員以上

の歩道の確保が必要であるという判断を

いたしております。そういうことで存続

したいという方向で、大阪府との協議を

行っております。その結果といたしまし

て、この１１月１日に大阪府より今回の

見直し作業による本市の都市計画道路の

変更は行わないという旨の連絡がござい

ました。

　続きまして、質問番号４番、千里丘ガー

ドの拡幅工事、これの工程管理のご質問

でございますけれども、工程管理につき

ましては、あくまで大阪府で行っていた

だいております。本市につきましては、

大阪府より必要に応じて連絡をいただい

たり、また本市も必要に応じて確認をい

たしておるところでございます。委員ご

指摘の仮設ガードへの切りかえが１年お

くれるという内容でございますけれども、

まず軌道の敷地外で大阪府が現在施工さ

れている仮設ガードへのすりつけ道路、

これにつきましては当初予定どおり行っ

ていただいています。

　また、一方、ＪＲ西日本の委託工事で

ございますけれども、軌道敷地内での工

事、これは先ほどもご指摘いただいてお

りますように、ポイントが支障となりま

した。それのポイントの移設工事が発生

したことによって、１年近くおくれて、

来年の秋ごろに切り替えになるというも

のでございます。

　その後の進捗状況でございますけれど

も、この１０月中にポイントの移設が完

了したと伺っております。現在、残され

ました工事げたの架設を行っていだいて

いるという内容でございます。進捗状況

はそういう内容でございます。

　最終の千里丘ガードの車道２車線の供

用開始時期、これは以前から申し上げて

ますように、平成２１年春ごろの予定は

変わってないと伺っております。それと

また先般、大阪府に対します要望の機会

がございまして、その際にも大阪府の本

課の課長より、茨木土木事務所にはその

旨を指示していると伺っておるところで

ございます。

　続きまして、質問番号１７番、千里丘

三島線交差点改良工事の時期と予算とい

う話でございます。まず、予算につきま

しては、当初先ほど申し上げましたよう

に、当初の予定では１４年から１６年の

３か年の事業計画を立てて施工してまいっ

たわけでございます。不幸なことに用地

買収が未買収に終わったということで、

予算上は一回そこで閉めさせていただい

ております。ということで、事業実施に

当たりましては、今後、予算措置をして

いかなければならないという段階でござ

います。私どもといたしましても、担当
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といたしましては、先ほど１回目でも申

し上げてます、今現況、未買収で残って

おったところが１メートル５０程度の歩

道幅でございまして、非常に危険な状態

であるということを認識いたしておりま

すので、早期に事業化をしてまいりたい

と。担当といたしましては、来年度実施

に向けて、予算要求はしてまいろうとい

うふうに考えておるところでございます。

　続きまして、質問番号２１番、電波障

害の関係でございますけれども、先ほど

も申し上げました都市計画課で所管して

おります電波障害対策施設、これはフォ

ルテ摂津の関係の電障区域でございます。

また、委員ご指摘のように、ケーブルテ

レビへの切り替え、これは施設の老朽化

によってメンテナンス費用、また更新費

用を考えた方が、その方が有利じゃない

かという検討もしてまいったことがござ

います。ただ、２０１１年に地上デジタ

ル化にすべて切りかわるという問題で、

ケーブルテレビはちょっととめまして、

デジタル化になった場合は、電波障害の

範囲が減少すると予測されております。

そうしたことから、本市には私どもが所

管しておりますフォルテ摂津以外にも多

くの電波障害の施設がございます。それ

が、どういう範囲でデジタル化によって

減少するのかという調査が先に必要になっ

てまいりますので、現在、政策推進課が

中心となりまして、全庁的に調査を含め

た検討を行っているところでございます。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　質問番号１３

番目の安威川ダム水特法１２条負担金に

かかわりますご質問で、安威川ダムが変

更になることで、この周辺整備のものに

対する変更があったのか、なかったのか

というご質問かと思います。

　安威川ダムの方につきましては、先ほ

ども申し上げましたように、１つは外部

監査、あるいは大阪府建設事業評価委員

会というところで、今、大阪府で水余り

状況にある、そういう形の中で、利水に

対する考え方をもう一度検討しなさいと、

こういう状況でございました。今、私ど

もが聞いております話の中では、利水に

かかわります話、７万トンの部分を１万

トンぐらいまでに縮小すると、こういう

ふうに伺っております。その中で、外部

監査におきましても、あるいは大阪府建

設事業評価委員会におきましても、安威

川ダムにかかわります用地買収、この分

については、今の状況で進めなさいと、

こういう状況でございます。ですから、

その中で、安威川ダムにかかわります周

辺整備、代替地あるいは居住地の変更、

こういうところについてのメニューとい

いますか、整備メニューついては変更が

なされておらないという状況です。です

から、私どもとしましては、今のところ

平成２０年まで、一応整備にかかわる負

担金の年度としましては発生してくると。

ただ、若干おくれておりましたし、安威

川ダムの建設事業につきましても２０年

半ばというような表現にもなされており

ますので、このあたりも多少負担期間と

しましては、変更が今後発生するのでは

ないか。今のところ、事業費にかかわり

ます変更はないというふうに伺っており

ます。

○山本靖一委員長　中谷参事。

○中谷都市整備部参事　質問番号２番、

３番についてお答えいたします。

　特定行政庁への移行ですね、大阪府は

どういうふうに考えておられるのかとい

うことなんですけれども、現在、大阪府

下４３市町村のうち２６市町村でまだ経

由市町村でやっておられるという状況で

す。実は、摂津市は経由市町村というわ
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けなんですけれども、ここ一、二年の動

きを見ておりますと、大阪府から特段経

由市町村じゃなしに、特定市町村になっ

ていただけませんかという働きかけはな

いように思います。以前はそのようなこ

ともあったとお聞きいたしておりますけ

れども、私がこの部署についてからは、

そういうことお聞きいたしておりません

し、それらしい文書もいただいておりま

せん。以上のような状況で、特定市町村

への働きかけはないということです。

　続きまして３番目、４２条２項道路に

ついてなんですけれども、４メートル未

満の道路に、建物を建てられるというこ

とで、我々も以前からそれはもうかなり

気を使っておりまして、４メートル未満

の道路を使って建物をお建てになるとい

うときは、必ず敷地の中心道路後退につ

いてという依頼も、各施主なり建築主の

方にお渡ししているんですけれども、実

際の現状はどうかということですけれど

も、委員ご指摘のように、４２条２項道

路でできてきた道路というのは、言うな

ら４３条のように事前に検査があって道

路形態ができているというわけではあり

ません。したがいまして、建築確認にお

いて建物を建てられて、外構をされたと

きに道路形態ができるという状況になり

ます。

　私、去年でしたか、４２条２項道路で

できた分について、おととしの分で、去

年、私は全部現場を回らせていただきま

した。ほぼ全部後退されているんです。

それと、現状があるんですけど、中にやっ

ぱり低い工作物、１メートル足らずのも

のを置いておられるところはありました。

その分について、大阪府の方に私、相談

に寄せていただきまして、こういう状況

はどうなんだということなんだったんで

すけれども、やっぱり大阪府としては、

線引きが難しいようなんですね。委員が

おっしゃっているようにバイクを置いた

らだめなのか、石を置いたらだめなのか、

物を置いたらだめなのか、小さい花壇み

たいなものをつくったらだめなのかと。

それとも、言うたら１メートルぐらいの

ものを置いたらだめなのか、それとも２

メートルやったらだめなのか、この辺に

ついては申しわけないですけれども、市

町村ではなかなか判断できない。ただ、

それらしきところについては、大阪府の

方に相談申し上げて、対処いたしておる

というのが実情でございます。

　それと、道路の形態ができた、摂津市

はどんな助成をしているのかということ

だったと思うんですけれども、現状では

道路に対して助成というのはないと認識

いたしております。土地に対する分筆登

記、舗装等については摂津市では行って

おりません。ただ、今後の分につきまし

ては、私の方から答える立場にありませ

んので、道路課長の方から、後ほど答え

ていただきたいと思っております。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、３

番目の建築基準法４２条２項道路の、他

市では道路を広げているという行政をとっ

ている市があるがというお問いに関しま

して、ご答弁申し上げます。

　今も中谷参事の方から答弁がありまし

たように、本市におきましては、そうい

う制度はとっておりません。聞き及んで

おります地域だけで申し上げますと、北

摂７市の状況下で本市もそれに入ってお

るわけなんですが、市によりましては、

寄附を前提に分筆、測量、整備費用は市

が負担しておるという市がございます。

しかしながら、本市につきましては、先

ほどから申し上げておりますように、や

はりモラルのある建築基準法を遵守して
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いただくということを願っておるのが現

状でございます。

　続きまして、１０番、乙の辻踏切の改

善前につきましては、２本の柵であった

が、改良後には３本になったと。施工後

の方が危なくなったんじゃないのか。安

全対策はどうなっているのかというお問

いでございますが、このことに関連いた

しまして、先ほども申し上げましたよう

に、正音寺の踏切の拡幅がメーンになり

まして、今回、乙の辻踏切も平成１０年

ごろから正音寺踏切道の拡幅協議に入り

まして、再三再四大阪府の方に拡幅の要

望を申し上げ、さらに平成１４年から本

格的に阪急電鉄と協議に入りました。そ

の協議の中で挙げられました条件といた

しまして、乙の辻踏切が改善前には幅が

約１．６メートルございました。しかし

ながら、小型特殊車の進入を防ぐ観点か

ら、１メートル程度にしてもらいたいと

いう申し入れがございましたが、それで

は安全を期すので何とかということで、

幅１．２メートルということで合意に達

したことを受けまして、基本協定を平成

１５年２月４日に協定書、大阪府茨木土

木事務所、阪急電鉄、本市、３者により

ます協定を締結いたしまして、工事につ

きましては、先ほど申し上げましたよう

に、乙の辻踏切につきましては、本市か

ら阪急電鉄に委託、その費用につきまし

ては大阪府から費用をすべて支払うとい

うような内容で工事をしたものでござい

ます。

　現状といたしましては、朝方におきま

しては、やはり南方向ですね、千里丘の

駅から南方向へ行かれる方がかなり多く

ございます。したがいまして、確かに交

通量というか通行人、自転車、中にはバ

イクの方、バイクは通行可でございます、

自転車、歩行者等があふれているという

ような状態は承知しておるわけでござい

ますけれども、先ほど委員も申し上げら

れましたように、やはり阪急電鉄におき

ましては将来的な連続立体交差を視野に

入れておる関係から、この踏切道につき

ましては、どうしても拡幅ができない路

線と位置づけられておるということにつ

いては聞いておるわけでして、願わくば

連続立体交差が進められることというこ

とは阪急電鉄も申し上げておるところで

ございます。しかるに、委員申し上げら

れましたように、横断歩道橋等について

できないかということでございますが、

多分無理ではないかと思われます。

　あと、それであればない尽くしですの

で、斜線とかいうようなことで、踏切内

を仕切れるかとかいうようなことも含め

まして、阪急電鉄と協議し、研究してま

いりたいと考えております。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　質問番号６番目

と７番目の内容についてお答えさせてい

ただきます。

　まず、６番目の方で、し尿の補償単価、

根拠、それから代替業務、どのように決

められているのかというようなご質問で

あったかと思っております。

　まず、補償単価ですけれども、これは

額については１万８，６７０円、１件当

たり。それと、２万４，１３０円、この

２つの単価がございまして、この単価の

違いというのは、今、１社で収集運搬を

行っておるわけでございますけれども、

平成７年に協定を締結しておりまして、

その当時の単価としては１万８，６７０

円で、１社が廃業して新たな地域を委託

しておりまして、その地域については平

成１４年の協定、ここで単価が決まって

おります、これが２万４，１３０円とい

うことで、市内を２つの地域に分けてそ
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れぞれ補償を行っているということでご

ざいます。

　その根拠、単価がどういうふうに算定

されているのかというお問いでございま

すけれども、これについては建設省の損

失補償基準というものを参考にいたしま

して、営業権であるとか、従業員、さら

には事業主、資機材等の補償、こういっ

たものを積み上げまして、１件当たりの

単価というものを算定しております。

　代替業務につきましては、平成７年の

協定書、協定の中で、金銭補償と代替業

務を供与するという内容になっておりま

す。ここでは公園ごみと、それから死獣

の処理、これが平成７年の協定書で決め

られております。さらに平成１２年に覚

書が交わされておりまして、ここで自転

車の移動の委託を行っておると、これが

現在まで続いているという状況でござい

ます。

　平成１４年に１社が廃業して、その補

償が引き継がれているのかというような

ご質問があったかと思うんですけれども、

これについては先ほど言いましたように、

平成１４年に新たな協定を締結しており

ますので、それに基づいて今現在は補償

しているということでございます。

　続きまして７番目の質問で、整備負担

金の内容でございますけれども、整備負

担金といいますのは、吹田市が正雀処理

場でいろんな整備事業を行っていきます。

これは当然、国費であるとか起債の対象

になっておりますので、起債の対象分に

ついて、その一定割合をうちが、起債の

償還に合わせて負担をしていくというこ

とでございます。

　さらに脱水棟、これを覆蓋するような

話があったということでございますけれ

ども、今ちょっと手元にある資料で見て

おりますと、１３年以降について工事が

行われていない。周期の関係でいいます

と、平成８年に曝気槽の脱臭機、これに

係る工事が行われているということで、

脱水棟ということでは、ちょっとはっき

りと今の時点ではわかりません。また、

後日調べて報告をさせていただきたいと

思います。

○山本靖一委員長　水田課長。

○水田交通対策課長　質問番号５番の自

転車鉄屑処分金でございます。もう少し

有効に処分ができる方法はないかという

ふうなお問いでございます。自転車を処

分するに当たりましては、移動保管日か

ら約３か月間保管いたしております。そ

れから、引き取りがない自転車に対しま

しては、処分の告知を行います関係上、

１か月プラスしますと４か月、最短でも

４か月かかります。そういうことから、

自転車がかなり撤去した後にでも傷んで

いる自転車も多々ある状況でございます。

　単価的には１台１０５円当たりという

ふうになっておりますけれども、これを

もう少し深く見直すべきなのか、またそ

の辺をどうするかということがございま

すけれども、自転車そのものについては

安全基準がございまして、それを判断す

るためには、安全整備士というふうな資

格を持った者でないとなかなかわからな

い状況でございます。ですから、処分台

数は、大体平均１５０から２００台くら

い毎月ございますけれども、その自転車

を１台、１台そういうふうに見ていくの

かどうか、そういうことも当然、考えて

いかなきゃならないかもしれないんです

けれども、その方法については他市の状

況もお聞きしながら、有効に処分できる

か研究してまいりたいというふうに考え

ております。

　それから、８番の市内循環バスの現状

の費用対効果とこれまでの取り組み、そ
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れから今後の方向性ということでござい

ます。費用対効果から申し上げますと、

１日９便運行を行うために、市の補助金

といたしまして１，０００万円補助いた

しております。それから、運賃といたし

まして、約６５人の運賃収入がございま

す。それが年間１，３７８万２，０００

円というふうな金額が出ておりまして、

それが収入になります。それから、支出

の部で見ますと人件費、燃料費、その他

を含めますと約２，０００万円近い支出

となっておりまして、１６年度におきま

しては約６３０万ぐらいの赤字というふ

うなことでございます。したがいまして、

９便走っておりますけれども、なかなか

黒字にはならないというふうな現状でご

ざいます。

　そういうことから、運行バスの経路と

いたしましては、ＪＲ千里丘駅から正雀、

別府、それから鳥飼大橋を回りまして中

央環状線から千里丘へ行くという、一方

通行的なルートでございますので、なか

なか使い勝手が悪いというふうな声もご

ざいまして、あわせましてまた交通渋滞

にも関係いたしますと、定時運行ができ

ないというふうなこともございます。そ

ういうことから、廃止というふうな声も

ございましたけれども、もう少し使い勝

手のいいような方法はないかということ

で、近鉄バスと協議を行いました結果、

声をよくお聞きするのは、市役所に行く

のはどうしたらいいのかというふうな問

い合わせもございましたので、視点を変

えまして、市役所を起点にしたバスのルー

トを考えられないかということで、その

結果、北ルートと南ルートというふうな

ルートも案を出していただきました。そ

れに基づきまして、現在、今のところ、

それに係ります条件の整備を行っており

まして、新しいバス停も当然必要でござ

いますので、バス停位置の、そういう警

察との協議も含めまして、今、整備して

いるところでございます。

　それと、提案していただいた新ルート

の件につきまして、もう少し使い勝手の

いいようなバスの運行ダイヤが考えられ

ないかということで、近鉄バスにも申し

入れしております。今後、そういうふう

なことで、２ルートですので、市役所が

拠点ですから、２ルートをつなげるよう

な、うまくダイヤのかみ合わせができる

のか、近鉄のバスの方へ今、申し入れし

ておりまして、それがはっきりできまし

たら、ある程度、最終的にはバス停も含

めまして整備を行って、結論を出したい

というふうに考えております。

　それから、１５番の、千里丘第１駐輪

場の対策として、何か具体的に計画はな

いのかということでございますけれども、

１６年度の利用実績からいたしますと、

千里丘第１の自転車の利用台数が、１５

年度に比べますと約２，３００台ほど増

加いたしております。これは、やはり吹

田市民の方の利用がふえてきているとい

うことでございまして、今、現７台ある

自動車のスペースをバイク置場と自転車

の置場に変えております。今、対策とし

ては、そのスペースを確保しながら利用

していただいておりますけれども、それ

も限度がございます。ですから、今後、

吹田市の開発の、ますますそういう利用

者がふえると予測されることから、新た

な用地を確保することはなかなか難しい

と思います。ですから、現在の施設の中

で、先ほど行いました２段式のラックも

もちろんですけれども、少し今の現在の

施設の中で、増設できないかということ

も考えております。現在、平置きでござ

いますので、それをもう少し平置きを変

えて増設できないか。そうか、もしくは
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それだけではなかなか対応しきれないと

いうことも考えられますので、民間で持っ

ておられる土地を有効に活用できないか

というふうなことも視野に入れながら、

研究をしてみたいというふうに考えてお

ります。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　９番目の質問

についてお答え申し上げます。

　大正川ジョギングロードを都市公園と

して位置づけるための手続についてでご

ざいますけれども、現在、茨木市土木事

務所の管理担当者と占用の手続の協議を

進めております。また、隣接でございま

すけれども、ちょうど大正川の上流側に

あります茨木市につきましては、現在も

都市公園として占用を行っております。

その辺の関係から、どんな形で占用を行っ

ているかについても事情聴取ですね、ど

んな情報を仕入れるために茨木の方へ寄

せていただきました。その中でいろんな

内容を聞いてきておりまして、できるだ

け占用につきましては、摂津市が不利に

ならないような形で占用していきたいと。

土地につきましては、都市公園としてき

ちっと整理をさせていただきたいと考え

ております。できるだけ早く、早期に占

用を行いますように努力してまいります

ので、よろしくお願いします。

　もう１点の、都市公園としての何かメ

リットはないかという話でございますけ

れど、費用的な面で、今のところ一応聞

いておりますのは、財政課の方で何か試

算していただいたんですけれど、交付税

の対象にはなってまいります。といいま

すのは、都市公園面積は交付税の対象で

ございます。その関係から、何ぼかふえ

るでしょうという話なんですけれど、た

だし、摂津市は現在、不交付団体でござ

います。その関係で、今のところはもら

えてませんよという話なんです。だから、

将来、交付団体になった場合におきまし

ては、間違いなく入ってくるでしょうと

いうのは言えます。

○山本靖一委員長　長野課長。

○長野建築住宅課長　ご質問番号１２番

目の、市有建築物保全・調査委託料につ

いてのご質問にご答弁申し上げます。

　市有建築物保全・調査の成果を、今回

のアスベスト調査についても活用できて

いるのかとの問いでありますが、本調査

の成果品である施設台帳には、現地調査

の結果だけではなく、建築年次や建築構

造、あるいは階数、床面積などのデータ

も入力されておりまして、今回の吹きつ

けアスベスト調査に当たりましては、各

施設管理者に問い合わせることもなく、

私どもで対象施設が把握できたことでご

ざいます。それで調査対象施設を列挙し

ました。今後、分析結果も近々には出る

ということで、これらのデータにつきま

しても、今後、私どもの手で入力し、こ

れからの改修や補修に当たりまして、ア

スベストが飛散することのないよう、十

分、留意して活用してまいりたいと考え

ております。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　質問番号２０

番の、水路占用にかかわります内容で、

手続としまして更新は５年間、それとも

う一つは徴収をどうするのかという内容

についてご答弁申し上げます。

　水路の占用期間としましては一応５年

という形でしております。ただ、占用料

を徴収させていただける物件、この物件

については毎年徴収と。これは、平成１

７年度より施行しております法定外水路

にかかわります条例、それに基づいて新

規物件より徴収してまいると、このよう

に考えております。
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○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　それでは、３回目になりま

す。質問をさせていただきます。

　１番目の都計道路明示については、最

終的にはもう１１月１日の段階で、摂津

市内においては見直しはないというふう

に決定されましたということでございま

したので、これはわかりました、ありが

とうございます。これは結構でございま

す。

　それから２番目の事務の移管等につき

ましても、今の大阪府の考え方はわかり

ました。もし、仮に何か動きがあって、

市の方に業務がおりてくるというような

ことになりました場合でも、合理的に物

事を考えられるような、人員をふやさず

とも対応できるような対応をお願いして

おきたいと思います。

　３番目は、４２条２項道路の問題です

ね。これは本当に、先ほど摂津市の場合

ではモラルを守っていただくという方向

でしか、今のところは考えないというこ

とでございまして、多分、茨木市のこと

を言っていただいたかと思うのですが、

茨木市はどんどんと４２条２項道路が確

認申請に乗っかって広げていくというよ

うなことしていらっしゃいまして、財力

の差もあるのかなという気がするんです

けれども、やっぱりそういう狭隘な道路

の部分についは、できればこういう建て

替わるのを機に道路が広がって、防災上

とか消防活動とか、いろんな面で道路が

広がっていくということは、非常に大事

だというか、好ましいことでありますの

で、本当に何とかこれ、国の法律の改正

をすれば、もっと強烈な改正をすれば、

４３条１項、ただし書きのように許可申

請制度にすれば、できるのかもわかりま

せんけど、こういう国への働きも含めて、

市としても今後、また何か本当に財政的

なことをかけずにでもできないのか、知

恵を絞っていただいて検討していただく

こと、これは要望しておきますので、よ

ろしくお願いいたします。

　４番目の、千里丘ガードですね、これ

もしっかり、今、着々と工事が進捗して

おりますので、市としても大阪府に任せ

切りになることなく、しっかり適時に、

どうなってますかということを聞いてい

ただくこと、おくれないように適切な圧

力をかけていただくといいますか、言い

方が変かもしれませんけど、その辺はしっ

かりお願いしておきたいと思います。

　それから、随分工事も進捗をしてきて

おりますので、これは適切な時期を見計

らって、当委員会としても、一度現場に、

摂津市の意欲というか、要望をわかって

もらうような意味も込めて、現場視察を

一遍行っていただいたらどうかなと思い

ますので、これは委員長にぜひお願いし

ておきたいと思います。

　それから５番目の自転車の鉄屑処分金

についてですけれども、これも近隣市の

状況も含めて、今後、勉強、検討してい

ただけるということでございますので、

しっかり知恵を絞っていただいて、やっ

ぱり撤去費用はかかっておりますし、３

か月置いたからといって、そんなにむちゃ

くちゃ傷んで、値打ちがむちゃくちゃ下

がるものではないと思いますので、その

辺も考慮していただいて、より有効に処

分ができる方法がないか、これからしっ

かり模索をしていただき、知恵を絞って

いただいて、よろしくお願いしたいと思

います。これは要望しておきます。

　６番目の合特法の関係です。ちょっと

わかったような、わからんようなとこも

ありますけれども、補償料が１万８，６

７０円と２万４，１３０円と２種類ある

ということでございますけど、平成７年
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で一回協定を締結されているということ

で、業務補償をされていると。いつまで

そういうふうにずっと続くのか、どうなっ

ていくのかと。それから、いろいろ個人

的に聞いている中では、ほかのことの要

求もあったり、なかったりということも

聞いております。ほかの業務について、

これは、どっかの時点でやっぱり整理を

していかないと、やっぱりずっと摂津市

も下水道の普及を進めていって、くみ取

りがふえるということは、もうないと思

うんです。スピードはどうあれ減ってく

ると思うんです。どっかでちゃんと方向

性を決めていっとかないと、けじめをつ

けていかないといけないことではあると

思うんです。その辺のことを、今後、も

う決まっているのかもしれません、ひょっ

とすればもう協議をして、こういう方向

でいきましょうという話は済んでいるの

かもわかりませんし、非常に気になるん

です。気になるというのは、納得がいか

ないままで私自身も来ているような気も

するんですが、その辺、ちょっとあわせ

て今後の合特法の関係で、摂津市の場合

はどのようにしていかれるつもりなのか、

またそういう話し合いができているのか

どうかも含めて、本来、助役にと思いま

したけども、部長でも結構でございます。

ご答弁をお願いしたいと思います。

　それから７番目の正雀終末処理場の関

連でございますけれども、起債に対して

の対価をやっぱり払わないといけないと

いうことでございますし、いろんな面で、

この正雀処理場は、私も近くに住んでお

りますけれども、当時からできたときの

状態、それからまた、当時はやっぱり三

島町のし尿の処理ができないという条件

もあって、お互いにやっぱり必要だった

というような件もあったと思います。し

かし、今、中央処理場も整備ができて、

広域下水道の計画もここまで進んできて

いるというような状態もありますし、そ

れから今後、土地利用的にも吹田操車場

跡地の利用の問題にも大きく関与してい

るような問題もありますし、将来的にこ

れはどうなっていくのだと。地元として

はなくしてほしいという思いが強いわけ

ですけれども、その辺も含めて、市とし

てどういう正雀処理場についての方針を

持って進めていかれるのかを、ちょっと

最後にご答弁をお願いしたいと思います。

　それから、８番目の循環バスについて

ですが、今もう既にルートについての細

かい協議に入っているということでござ

いました。以前にご説明があったのでい

きますと、市役所を中心に２つのルート

をつくるというふうなことでございまし

たけれども、これももともとの本来の意

味合いは、市民の弱者の足を確保してい

く、交通の不便な地域の交通手段を助成

をしてやっていくというのが本来の考え

方だったと思うんです。せんだっても本

会議でも言われていました。そういう不

公平がないようにしなければいけないと

いうのは基本的に考えとしてはあると、

市としては。じゃ鳥飼の地域はどうなる

のと、循環バスが回ってきえへんやない

かという問題も、またこれ残ったままに

なるんですね。こういう市内循環バスの

ルートの検討を今やってらっしゃいます

けども、この間あったコミュニティバス

の問題もあります。市民の足の確保とい

う意味で。あわせて市民の足確保という

問題、利便性の向上という問題について、

今後どのようにあわせて総合的に取り組

んでいかれるのか、ちょっと考え方を、

部長でお答えできますか。本来は助役に

答えてほしいと思ったんですけど。

　それから、９番目ですが、先ほど大正

川の河川敷、公園みどり課の話で、基準
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財政需要額にも算入できますよというこ

とでございますし、これは算入すること

によってその基準額が大きくなれば、有

利にはなると思いますし、市民の都市公

園の面積もふえる、また管理上も、もと

もとジョギングロードは摂津市単独で管

理費用を出しているということでござい

ますので、そういった意味では、ほかの

条件的にも整理を早くしていただいて、

一日も早く都市公園化できるように努力

していただきますことを、これは強く要

望しておきたいと思いますので、お願い

いたします。

　それから１０番目、先ほどの乙の辻の

踏切の改修です。非常に現状を認識して

いると。しかもこれからまた何か方法が

ないか努力していただけるということで

ございましたので、これはまさしくこの

地域は学校の統廃合で大きく揺れており

まして、この踏切の問題がいつも出てく

るんですね。子どもをあそこを通さすの

が危ないと。ほかに通らせるところがあ

るかというと、ないんですわ。ほかに通

らせるルートはないんです。だから、こ

こを通らなしょうがない。ここがやっぱ

り非常に危ないということはいつも出て

まいりますし、そういった意味でも、やっ

ぱり真正面にこれは取り組んでいかなけ

ればいけない問題だと思いますので、しっ

かり目を向けていただいて、今後、何か

ないか、ほんまに知恵を絞って頑張って

いただきたい。これは強く要望しておき

ますのでお願いいたします。

　それから１２番目の、市有建築物保全・

調査に関して、アスベスト調査もそれを

利用しながら順調に進められていると。

いろんな意味で現地調査の手間も省いて

進めてますよということでございました。

結果はまだ出ていないということでござ

いますけど、しっかりこれも出次第、素

早く公表と対応をしていただきますこと

を、これは要望しておきますのでよろし

くお願いします。

　安威川ダムについてはわかりました。

ありがとうございました。

　それから、１５番目の千里丘の自転車

置場の件ですね。今後、周辺の状況に応

じて考えていかなならんということでご

ざいます。ただ、考え方の中に、ただ自

転車置場を広くするということだけでは、

なかなか難しい面もあるなというふうに、

私は根本的に思っています。器を大きく

すれば、それはいっぱいになる部分も自

転車で来られます、当然。５００メート

ル離れた方が、来られなかった人が、器

が単に自転車がそないになると、やっぱ

り自転車で来るようになる可能性が強い

ということもございますし、もう一つ違

う考え方で、抑制をするという考え方も

必要じゃないかなと思うんです。例えば、

レンタサイクル、今、駅のこっち側には

「駅リンくん」というのがあるんですね。

千里丘の場合はうまく機能しているかちょっ

とわかりませんけれども、ある駅なんか

では非常に自転車の抑制にプラスになっ

ているという報告が上がっていました。

これは昼貸す人と夜貸す人と、同じ自転

車を昼貸して、また戻ってきたら夜の人

に貸すというようなことで、非常に効率

よく自転車を回していくことによって、

自転車を持ち込まずにレンタサイクルを

借りると。しかも、駐輪場の定期が２，

０００円ですか、同じ２，０００円で自

転車の整備が要らないというんで、全部

管理もしてもらえるというふうな利点も

あって、一部、効果を上げているところ

もあります。そういったことも１つの考

え方として。自転車そのものを、個人の

自転車の乗り入れをちょっとでも抑制で

きないかというようなことも視野の中に
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入れながら、この自転車対策、自転車の

問題については考えていっていただきた

いということを、要望しておきたいと思

います。ただ、やっぱり最低必要台数は

要りますので、それはしっかり合意の上

で、無理やりなやり方は無理だと思いま

すので、あわせてこれはしっかり検討し

ていただくことを要望しておきます。

　それから１７番目でございますが、予

算要望をして三島線の残った部分、積み

残し部分についてもやっていきたいとい

うことでございますので、これは本当に

早期実現していただけるように、来年度

の予算に何とか実現していただけるよう

に、これは要望しておきたいと思います

ので、お願いいたします。

　それから、水路占用については、新規

の契約者からで本当にええのかというの

は思いますけど、継続の人はもうずっと

お金を払わんでええということで、そん

でええのかなという気はしますけれど、

不公平になってけえへんのかなという気

はします。これは一度考えていただきた

いと思います。どっかで切りかえて、次

回の更新からは費用をいただくことにな

りますとかいうことでも協力してもらう

方が、公平性が保てるのではないかと私

は思います。これはちょっと一遍検討し

ていただきたいと思います。これは別に

答弁は結構です。

　それから２１番、電障の件についても

わかりました。これはしっかり対応でき

るように、また用意していただくことを

要望しておきたいと思います。

　以上、お願いします。

○山本靖一委員長　山脇部長。

○山脇土木下水道部長　し尿補償単価の

件で、どこかの時点で方向性を、また今

後の方向性について、そういうお問いで

ございました。

　し尿補償の補償料につきましては、現

在、金銭補償とか代替業務の補償を行っ

ておりますけれども、これについての解

決ということでありますけれども、私ど

も、一担当部だけでは、この状況を見出

せることはちょっと不可能でありますの

で、今現在、全庁的な取り組みの中で検

討していただいております。市長公室ま

た生活環境部と、またそれの関係課も含

めまして協議をいたしております。この

件について、どういう方向性を導き出せ

るのか、また一定の方向が出せるのか、

この状況につきましては当委員会、また

当協議会の中で何回かご相談、ご報告を

していかなければならないと思っており

ますので、その時期については私もそう

遠くない時期にご報告、またはご相談を

差し上げなければならないと、こういう

ふうに思っております。

　それから、市内循環バスの件について

でございますが、市民の足確保について、

総合的にとおっしゃっているんですけれ

ども、私の方といたしましては、市内循

環バスについて、ちょっと先ほども担当

の方から説明しておりますように、今現

在、市内左回りの一方通行で運行してお

りますのを、北ルート７循環、それでま

た南ルート６循環、トータル１３ルート

で今、検討しております。これにつきま

しても、一定、またこの当委員会にご報

告していこうとは思います。これが、こ

の２ルートで施行になりますと、どうい

う結果が上がるのか、十分近鉄バスとも

打ち合わせはしておるんですけれども、

この動向いかんで、今、おっしゃった鳥

飼方面についてどうするんだというのも、

ある程度方向性が見出せるんではないか

なと、こういうふうに思っております。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　質問番号７番
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の、正雀終末処理施設整備負担金に係り

ます流域下水道の整備もほぼ終わったと。

そういうふうな形で、将来的にはどうい

う方針を持っているのか、あるいは吹田

操車場跡地の問題にも絡めてというよう

なご質問でございます。

　確かに公共下水道は、今、私どものエ

リアをとりましても合流区域はもうほぼ

完成。吹田市の方ももう１００％に近い

状況の普及率になってございます。流域

下水道は整備できた内容と、それから吹

田市がお持ちの正雀処理場が受け持つ面

積、この流れでいきますと、公共下水道

の部分と流域に関係します流域関連公共

下水道と、こういう位置づけになってこ

ようかと思います。下水道が整備される

ことによりまして、クリーンセンターで

処理する量が減ってくる。今後、その存

続ということになってこようかと思いま

す。まだ吹田市の方からは詳しい状況の

中で、正雀処理場をどういうふうにする、

あるいは吹田操車場に絡めてこういう計

画がありますよという内容のものは伺っ

ておりませんので、正雀処理場の存続、

このことについては、私ども、今のとこ

ろは何とも言えないかなというふうに考

えています。ただ、クリーンセンターは

し尿あるいは浄化槽汚泥、これを前処理

をしていると。後の処理については隣接

しております正雀処理場の方でお願いし

ていると、こういう状況にございますか

ら、なかなか私どもも正雀処理場が何ら

かの形でなくなるという状況になれば、

処理に対して、何らか手だてを考えてい

かなければならない状況がございます。

ですから、そのあたりにつきましては、

今後の私どもの公共下水道の整備、これ

の進捗とあわせて、し尿処理の前処理後

の部分を流域の方に取り組んでもらえる

のかどうか、このあたりも視野に入れた

ような形の中で、検討していかなければ

ならないかなというふうに考えておりま

す。

　ですから、私どもの内容としましては、

正雀処理場がなくなった場合の考え方、

あるいは流域の方へどういうふうに取り

組んでいくかというそういう考え方、２

方向を持って、なくなった場合に、今の

場所にクリーンセンターが存続できるの

かどうか、ここらも含めた形で検討して

いかなければならないのではないかと。

ただ、具体的にまだどこからもそのお話

が参っておりませんので、私ども、今申

し上げましたように、どういう方向性で

持っていくかということは認識しており

ますけれども、具体には検討していない

という状況にございます。よろしくお願

いします。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　最後に要望だけしておきま

す。

　１点目の合特法の関係のしっかりとし

た将来の展望については、またしっかり

取り組んでいただいて、ご報告いただけ

るようにお願いしておきます。要望して

おきます。

　それから、先ほどの正雀処理場の問題

につきましては、検討をしっかりしてい

ただくということでございましたし、非

公式ではございますけれども、以前に吹

田の下水道部長にお会いしたときにも、

やっぱり方向的には、そういうふうな一

本化していくというような方向も考えて

いるということをおっしゃってましたか

ら、機運はやっぱり大分近づいてきてい

ると思いますし、だから積極的にこちら

の方から検討を進めて、すぐの話にはな

らないと思います、だけどもやっぱり着々

と進めていかなければできない問題でも

ございますので、取り組みを進めていた
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だけるように、これは要望しておきます。

　それから、市内循環バスにつきまして

は、これもしっかり全体的に、全市的に、

やっぱりこういう不公平をなくすという

意味では、ここだけで解決できる問題で

はございませんので、それも含めて全市

的に足確保については、今後もしっかり

と取り組みを進めていただきますことを

要望させていただいて、質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございまし

た。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　このたび選挙で通していた

だきまして、建設常任委員会でいろいろ、

これから皆さんとともに摂津市のために

頑張っていきたいと思いますので、きょ

うは質問という状況になるのか、教えて

いただくという状況になるのか、的を外

れているかわかりませんが、その辺はま

たいろいろ皆さんの方からご指摘いただ

きたいと思います。

　それでは、５点ほどご質問させていた

だきます。まず、道路台帳更新事業、こ

れの事業名を教えていただきたいという

か、全体の進捗状況、また本年度の状況、

これはどういう事業であるかということ

を１点教えていただきたい。

　２点目、道路維持事業のところで、路

上放棄車処置協力金という金額が出てお

ります。それと、放置自動車撤去委託料

という項目が出ております。この鳥飼の

場所に、本年度何件くらい、ここをどう

いう形で利用されて、今、どういう形の

状況になっているか、教えていただきた

いと思います。

　３点目、違法駐車追放事業。先ほど１，

０００万のお金を使って、一応資格を持っ

た方がいろいろそういう形で回っていた

だいておるというのをお聞きしましたが、

やはり強制力がないという形で、この警

察と協力した中で、どういう連携を持た

れて、そういう重点的な千里丘、正雀に

関しては、かなりそういう形の警察の方

の駐車違反という摘発もしてもらってお

りますが、南摂津駅とか、そのほかのモ

ノレールの近辺とか、そのほかのところ

も、なかなか警察も人数の状況がありま

して、そういう違法駐車に対しての取り

締まりが、市全体ではまだまだ足らない

と思いますので、その辺をどういう形で

警察と連携されているのか、お聞かせ願

いたいと思います。

　４点目、道路反射鏡設置事業に関して

お聞きします。今、カーブミラーとかそ

ういう形で設置されておられます。その

ときに、今、安全対策、安全パトロール、

これをどのぐらいの間隔で見られ、どう

いう処置をとられているか。また、ミラー

の部分、また基礎の腐食部分、その辺で

どういう形のところで補修をなさってお

られるのか。その辺と、あともしそうい

うところで事故が起こった場合に、それ

に対する保険とかそういう補償の形をど

う考えて実行されているのか、お聞かせ

願いたいと思います。

　５点目、先ほど藤浦委員の方から大体

の要望がありまして、説明をいただきま

した違法自転車の件です。これに関しま

して、私の視点から二、三お聞きしたい

と思います。まず、今の鉄屑処分金とい

う形のところで、１台当たり大体１０５

円とかいろんな形で、それは他市と見比

べて、それぞれまた精査してもらえると

いう意見を聞きました。そのときに、３

か月プラス処分告知ということで４か月、

これは放置しないとだめということはあ

るんですが、これを２か月という形のも

のにできるのか、できないのか。そうす

ることによって、自転車をもっとリサイ

クル、利活用できないのか。また、そう
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いった形の不法自転車という形の人に対

するきつい処罰といいますか、それはやっ

ぱり責任と義務という形のところで、そ

れぞれがある限られた場所を皆さんで有

効的に使っていただくという形の啓蒙運

動、そういった意味で、そういう形のも

のにできないかどうか。それと、今、進

められているとは思うんですけど、不法

自転車の啓蒙運動をどういう形で進めて

おられるのか。それと、千里丘の第１駐

輪場は、ほとんど満車でお断りしている

という形のことは先ほどお聞きしました

が、ほかの駐輪場に関しまして、どうい

う稼働状況なのかお聞かせいただきたい。

　それと、自転車利用者指導委託料とい

う形が出ております。また、これにかか

わる指導者の人数、どういう形で配置を

され、どういう指導を行っておられるか。

　以上、５点についてお聞かせいただき

たいと思います。１回目のご質問を終わ

ります。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、１

点目、道路台帳の進捗状況ということで、

内容ということでございますが、道路台

帳の進捗状況でございますが、平成１６

年度は２，２９９メートルの整備が完了

いたしております。合計でいたしますと

６４．６６２キロメートルが整備できて

おりまして、全体では約１８４キロメー

トルに対しまして３５％の進捗状況でご

ざいます。したがいまして、約１１９キ

ロメートルが残っておるというのが現状

でございます。

　続きまして、道路の放置車両の処理協

力金と放置自動車の撤去委託料、それと

鳥飼の保管庫をどのように活用している

のかということでございますが、決算書

６７ページの歳入の路上放棄車処理協力

金につきましては、歳入といたしまして

３３万７，５００円計上しております。

この内容につきましては、１６年度にお

きましては２７台の路上放棄車処理協力

金をいただいておりまして、１台当たり

１万２，５００円の単価になっておりま

す。

　続きまして、放置自動車、決算書１８

３ページの歳出で２２万３，１２５円の

歳出でございますが、このとき１６年度

では１７台の放置車両の撤去処分をいた

しておりまして、２２万３，１２５円、

単価にいたしますと１万３，１２５円と

いうことになっております。

　鳥飼の保管庫をどのように活用してお

るのかといいますと、基本的には活用い

たしておりません。と申し上げますのは、

あの保管庫につきましては違法駐車対策

でございまして、警察の方がレッカー移

動に伴いまして、鳥飼方面の駐車違反車

両をレッカーで取り締まったものを保管

する保管庫でございます。

　続きまして、４番目の道路反射鏡の安

全パトロールをどのようにやっているの

か、腐食対策をどうしておるのか、保険

はどうなっておるのかというお問いでご

ざいますけれども、昨年度におきまして

人的にすべて点検いたしまして、その点

検した内容につきまして、やはりご指摘

のとおり腐食が起こっておりまして、そ

れにつきましてはすべて修繕をし終えた

ところでございます。大きく予測される

ことといたしましては、多分ですが、犬

のおしっこではなかろうかということも

考えておりまして、その対策といたしま

して、塩ビ管の筒を下部に巻きつけまし

て、それを試験的に腐食対策として行っ

ておる。これは修繕時におきまして、支

柱等を取りかえるときに、それを下につ

けておるというのが現状でございます。

幸いといいますか、現在まだ反射鏡が倒
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れましたということで、保険等について

適用したことはございませんが、保険の

該当にはなっておるということでござい

ます。

○山本靖一委員長　水田課長。

○水田交通対策課長　違法駐車事業で、

警察との連携でどうなっているのかとい

うことでございますけれども、私どもは

交通指導員を配置いたしておりまして、

ＪＲ千里丘駅周辺、それから阪急正雀駅

周辺、これは条例に基づきまして違法駐

車重点地域ということで活動いたしてお

ります。それから、モノレール摂津駅、

南摂津駅につきましては重点地域に入っ

ておりませんけれども、合わせて鳥飼地

域もそうなんですけれども、これも違法

駐車追放事業の中でございますけれども、

啓発パトロールを行っております。警察

におきましても、交通指導員の啓発巡回

中に悪質な車両につきましては、通報と

いう形をとっておりまして、交差点内で

の駐車とか、法定駐車に対しましては、

即通報いたしまして、レッカーあるいは、

かぎつきのステッカーで取り締まりをし

ていただいているということでございま

す。それから、警察の方でも、レッカー

移動の取り締まりが、大体月５回から６

回というふうに伺っておりまして、主に

安威川以北、以南と分けますと、どうし

ても以北の方にレッカー移動の取り締ま

りが多くなるということでございます。

そういうことから、ＪＲ千里丘、正雀に

つきましては、そういうレッカー移動の

連携もいたしておりますので、通報によ

れば、即、取り締まりができると。ただ、

南側につきましては、なかなか鳥飼の方

にも警察のレッカーという取り締まりは

なかなかできないということで、交通指

導員の役目がかなりウエートを占めてく

るわけですけれども、それも悪質な車両

については、まずは所有者を特定いたし

まして、権限がございませんので、当初

はお願いという形でもって、根気よく排

除していくというふうな、とり方をとっ

ております。場所によりますと、交番が

近い場合ですと、直接交番へ出向いての

取り締まり依頼というふうな対応もいた

しております。私ども市といたしまして

も、やはり警察には全市的に取り締まり

の強化を常に要望いたしておりますが、

なかなか全市的に取り締まりということ

は難しいというふうに伺っておりますけ

れども、交通指導員ができる限り、そう

いうような形で指導、啓発を行っており

ます。

　それから、鉄屑処分の中で、保管の期

間をもう少し短縮できないかということ

で理解しておりますけれども、当時、各

市によりますと、１か月あるいは６か月

というふうな保管期間はまちまちでござ

います。ただ、本市といたしましては、

３か月を基準といたします。その基準は

何かと申しますと、やはり移動保管して

からの返還者が数多くございます。移動

保管してすぐに引き取りに来ればいいん

ですけれども、場合によれば１か月置い

てから来られる方、もしくは２か月後に

取りに来られる方もございまして、あわ

せて１か月以後、引き取れない場合につ

きましては、所有者の判別をする必要が

ございます。防犯登録あるいは車体番号

が判明すれば、警察の方に問い合わせも

いたしておりまして、それの回答をいた

だくには、大体３か月程度必要でござい

ますので、その期間の中でそういう作業

も含めてやっておりまして、短縮という

ことになりますと、またその辺のことも

検討していかなければならないというこ

ともございます。確かに１か月で処分し

ている市もございますので、その辺はあ
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わせて、そういう市においても聞いてい

きたいなというふうに考えております。

　それから、自転車の指導員、これは駅

周辺の自転車の指導員のことだと思いま

す。これは、千里丘駅の東とそれから西、

阪急正雀、モノレール摂津駅、南摂津駅

と配置いたしております。これは、それ

ぞれ場所によりますと午前７時から１０

時まで。千里丘東でいきますと午前７時

から午前１０時、それから千里丘西にお

きましては午前９時から午前１２時。正

雀におきましては午前９時から午前１２

時と。摂津駅におきましては午前９時か

ら午前１０時。それから南摂津駅は午前

７時から午前１０時というふうな配置で

指導いたしてまして、それぞれその時間

帯に放置禁止区域にある自転車につきま

しては、警告の絵符というものがござい

まして、張りつけを行います。移動保管

日に当たりました日には、その絵符のつ

いた自転車を撤去するというふうな方法

をとっております。撤去後につきまして

は、その付近に放置をしないような形で

指導員が配置をして、指導を行っている

というところでございます。

　それから、千里丘第１の駐輪場以外、

他の駐車場の、駐車場の状況ということ

でございます。先ほど申しましたように、

千里丘第１の自転車駐車場の利用台数に

つきましては、１５年度に比べますと２，

３００台の増ということでなっておりま

して、回転率におきまして１．４９％に

なっております。これは、やはり吹田市

民の利用が多くありまして、特に原付き

の利用がかなりふえているというふうな

状況でございます。

　それから、千里丘第２自転車駐車場が

ございます。これはＪＲ千里丘の線路沿

いにありますＪＲ用地をお借りして、設

けておる駐輪場がございます。これも１

５年度に比べますと、ご利用台数が約８

２７台ほど増加いたしております。回転

率も０．９４％、ほぼ満車に近い状態に

なってはおります。それから、フォルテ

地下にあります自転車駐車場でございま

す。これも収容台数が１，２０８台ござ

いまして、やはりこれは１５年度に比べ

ますとご利用台数が約２，７００台の増

加をいたしております。回転率につきま

しては１．０％となっております。それ

から、モノレール摂津駅自転車駐車場で

ございますけれども、これは１５年度と

比べますと大体１，５００台のご利用台

数が減っております。それから、モノレー

ル南摂津駅でございますけれども、これ

も１５年度に比べますと４，０００台ほ

ど減少いたしております。

　それから、指導員の委託の内容でござ

いますけれども、先ほど申しましたよう

に、各駅周辺に指導員１名ずつ配置いた

しておりまして、千里丘東側につきまし

ては２名、あとほかの駅周辺におきまし

ては各１名ずつ配置いたしております。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　それでは、２回目の質問を

させていただきます。

　まず、道路台帳更新事業のところで、

今、３５％というお答えがありましたけ

れども、これは１００％は何年度を目標

にされているのか。

　２点目、道路維持事業のところで、鳥

飼方面のレッカー移動のために、その土

地を確保されているということだったん

ですけど、本年度はその利用度がゼロや

と。過去にどのぐらいそこの場所をレッ

カー移動で使われたのか、お聞かせ願い

たいと思います。

　違法駐車に関しましては、今、お聞き

したような形で、もう少し詳しく警察の

方に、どう申し入れをされて、今後の駐
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車違反の取り締まりをされていくのか、

それをもう少し教えていただけるのだっ

たら、教えていただきたいし、現状のま

まやったら、現状のままという形で、も

う少し突っ込んだ形で駐車違反を、どう

していくんだという方向性を見せていた

だけたらと思います。

　反射鏡に関しましては、今、塩ビを下

に巻かれて、犬の尿で腐ってくるという

形の腐敗を防ぐという形を展開されてい

るということをお聞きしまして、その創

意工夫という形はすばらしいことやと思

うんですけど、今後、それがどういう形

で、今、どのぐらいのパーセンテージで

そういう対処をなされているのかという、

パーセンテージがもしわかれば、教えて

いただきたいと思います。

　それから、千里丘の放置自動車の件な

んですけど、今言われましたように、吹

田の方の開発というのは待ったなしで進

んでおります。今、現に千里丘１丁目の

方にも不法自転車という形のものが、現

実には出てきております。吹田市民の方

がそういう形で利用されて、摂津市民の

方に迷惑がかかっているというのが現状

やと思います。これが実際、吹田の方が

完成したときには、とてつもない数があ

ふれてくると思います。そういった意味

で、先ほど課長の方からお答えいただき

ましたような形のものの状況の中での、

やはり自転車の保管する期日を短くした

形で、本当に限られた場所を有効に使っ

ていくというのを、そういう場所には、

やはり市民の方にも理解していただいて、

やはり１か月という形の中、まず先ほど

藤浦委員が言われましたようなレンタサ

イクルみたいな形を、早期に実現するよ

うなお考えがあるのか、質問事項が重なっ

ているかもわかりませんが、そういうと

ころをもう一度お聞かせ願いたいと思い

ます。

○山本靖一委員長　水田課長。

○水田交通対策課長　違法駐車の取り締

まりということの、警察との連携という

ことでございますけれども、これはかね

て私どもの方も、警察には市内一円違法

駐車がございます、苦情もたくさんいた

だいております、そのことから、市とし

ましてもできる限り、啓発もあわせてやっ

てきておりますが、やっぱり最終的には

警察の取り締まりが最大の抑止力という

ことでございますので、市内全域やって

ほしいというふうに要望もいたしており

ます。あわせて、機会あるごとに、春と

秋の全国交通安全運動の中でも、そうい

う迷惑駐車の排除の啓発パトロールもやっ

ておりまして、市と警察との違法駐車に

対しての、自身の意識の向上も図りなが

ら、そういうふうなことも行っていると

ころでございます。

　取り締まりにつきましては、道路交通

法の改正で、またそういう取り締まりの

方法も今度変わってくるということもお

聞きしております。今後、市内の取り締

まりにつきましては、私ども、そういう

放置の状況の資料を警察の方に逐一そう

いうふうに提供いたしまして、ポイント

的にも強化できないかということも考え

ております。そういうことで、取り締ま

りにつきましては、ある程度、私ども行

政の方としても、そういう資料の提供も

しているではないかということもありま

すので、そういうことも考えていきたい

というふうに思っております。

　それから、放置自動車の保管の短縮、

１か月、もしくは他の方法でレンタサイ

クルできないかということでございます。

これは、過去にもいろいろそういうふう

なお声もお聞きしておりまして、保管の

期間の短縮につきましては、先ほどご答
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弁申しましたように、手続上の問題もご

ざいますので、これはもう少し研究もし

ていかなければならない。警察の調査事

務もございますので、その辺の即効性が

できるかどうかということもございます

ので、研究していきたいというふうに考

えております。

　それから、先ほど、藤浦委員のご質問

の中でもございました「駅リンくん」と

か、そういうのがＪＲ千里丘駅にござい

ます。かなり利用されているというふう

にもお聞きしております。実際、リサイ

クルにつきましても、これをやはり市が

行う場合には、やはり組立整備士とか資

格的な問題もございます。またあわせて

そういうスペース的なものも確保してい

かなければならないということもござい

ますので、これは長年の検討していると

ころでございますけれども、またあわせ

て研究していきたいというふうに考えて

おります。

　放置自動車のレッカー移動の保管とい

うことでございますけれども、これは所

管が私どもの方の、違法駐車の保管事務

所ということでしておりまして、これは

鳥飼中でございますけれども、平成９年

に、鳥飼地域の取り締まりの強化を図れ

ないかということの摂津警察署の要望か

ら、その鳥飼中地区の場所を確保いたし

まして、現在、鳥飼の方に交通指導員が

パトロールしておりますけれども、それ

の巡視員、交通指導員の事務長とあわせ

て、警察が鳥飼地域のレッカーを行うた

めの一時保管という形で運営してきたも

のでございます。開設当時は、やはり摂

津警察も力が入っておりまして、レッカー

移動が月８回のうち、約５回、６回、鳥

飼の方でレッカーに入っていただいてお

りまして、１日大体平均１０台から１１

台のレッカーの保管がございました。現

在は、なかなか鳥飼地区でもレッカーが

できないというふうな状況もございまし

て、レッカーの取り締まりの台数におき

ましては、今現在は利用しておりません。

ただ、今、保管場所に入っております放

置車両もしくは事故で若干つぶれた車両

もございます。これは道路の安全性を図

るために移動保管をしてきたものでござ

いまして、それが現在５台から６台保管

しておる状況でございます。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、道

路台帳の残りの約６５％の今後の見通し

でございますが、現在の予算だけを単純

に残る延長で割り込みますと、とてつも

ない約５２年かかるという数字が出まし

て、数字上の話だけでいきますと、仮に

１年間１億円程度かければ、４年程度で

終わるかと。簡単に言えば、予算の内容

になるわけでございますが、新聞紙上で

この前からも載っておりました、大阪府

は素案だと言われています地積調査とい

うことが、いよいよ大阪府でも積極的に

取り組もうやないかということで、今現

在、本市で検討しておりますのは、国費

を導入いたしまして、最終的には地積調

査まで踏み込むわけではございますけれ

ども、その前に、要するに衛星による座

標点の変換をまず行いまして、それから

ブロック割りを行いまして、官民道路境

界を確定していこうやないかということ

を、今現在検討しておる最中でございま

す。これを仮に導入していきますと、簡

単に言えば数字だけでは４分の１の費用

負担でできるのではないかということで、

甘い言葉を大阪府から今現在かけられて

いるような状況ですが、さらにそれを検

証いたしまして、取り入れるかどうかと

いうことも、今現在進めておる状況下で

ございます。
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　それから、反射鏡の腐食対策として塩

ビ管とは申し上げましたが、パーセント

にいたしますと本当に寂しい数字でして、

パーセントであればどんだけやといいま

すと０．４％。数にしますとわずかなが

ら４か所でございます。この４か所につ

きましては、どういうふうにやっておる

のかといいましたら、単価にいたしまし

ては平均的に二面鏡がついておるパイプ

に塩ビパイプ、下に、こういうふうな形

で、これがいいかどうかはまだちょっと

検証しておらないんです、まだ試作段階

でして、犬のおしっこの禁止という文字

をつけまして、我々としましては非常に

高いかなと思っておるんですが、５０セ

ンチのパイプにしまして、１本当たり５，

２５０円費用がかかって、わずか塩ビに

５，２５０円、しかも５０センチ、ただ

加工しているからというようなことがあっ

て、単価だけではえらい高いなというこ

ともございまして、そういうような形で、

今現在では以北に３か所、以南に１か所、

合計４か所つけておるのが現状でござい

ます。今後につきましては、これも先ほ

ど申し上げましたように、修繕等で支柱

を取り替えたときに、それを下にはめ込

んでやっておるというようなことで、一

度やってないやつと、やっているところ

とを検証をしばらくしていきたいと、こ

ういうふうに考えております。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　３回目の質問、要望にさせ

ていただきます。

　道路台帳更新事業も大阪府の甘い言葉

が現実になって進められることを要望し

ておきます。

　また、道路維持事業に関しまして、当

初、できたときは鳥飼のレッカーという

形で、警察も動いてくれたという形を、

もう一度市の方から警察に、そのために

確保してやるんだという要望をしていた

だきたいと思います。

　それと、反射鏡に関しましても、それ

の検証という形で、その費用対効果で、

それがどのぐらい有効なのか、今後、見

ていっていただいて、またもっと単価が

安く、安価でできるようなものがあれば

という工夫をしていっていただきたいと

思います。

　また、不法自転車に関しましても、限

られた人数の中で、最大限今努力されて、

また千里丘の第１駐輪場の形の中でも、

民間をいかに利用してというか、活用し

た形での駐車場確保とか、それなりの民

間に経営のノウハウとか、いろんな形の

ものをチューニングされているようにお

聞きしております。そういった意味で、

鋭意、精いっぱい努力はされております

が、現実は待ったなしで来ております。

そういった意味でも、それぞれ工夫をな

されて、やはり民間でやるような費用対

効果、このところに視点を置いていただ

いて、目いっぱい努力していただきたい

ことを要望して、終わらせていただきま

す。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　それでは質問をいたします。

　まず、歳入につきまして、３５ページ、

道路占用料の９，２５２万８，０６０円

の内訳についてお聞かせください。

　同じく３５ページ、市営住宅の使用料

で７，４３９万７，５００円に対して、

収入未済額が５３６万４，３００円ござ

います。これの詳細についてお答えいた

だきたいと思います。

　３８ページ、優良宅地等認定手数料が

ゼロ円になっております。優良宅地の現

状等について、お教え願いたいと思いま

す。それと、公共公益費の収入、２，１

３８万２，０００円、この端数も出てお

－ 47 －



りますので、これについてのご説明をい

ただきたいと思います。

　歳出にわたりまして、まず公園管理委

託料として７，７４６万６，６８９円が

執行されていますが、内訳をお願いしま

す。

　公園の管理工事として７９３万８，０

００円が執行されていますが、これにつ

いての内訳をお願いいたします。また、

修繕料１，１２２万７，６７６円につい

てもお願い申し上げます。

　委託料におきまして、水系施設管理業

務委託料として２３３万１，０００円の

執行がされています。内訳をお願い申し

上げます。

　農業水路費の執行でありますが、神安

土地改良区への負担金１，８６７万２，

１１０円でありますが、これについて少

し考え方をお聞かせをいただきたいと思

います。水路管理等についての見解を求

めたいと思います。

　また公園の方に戻りますが、花いっぱ

い活動助成事業についての内容等をお教

えて願いたいと思います。

　次に、道路の方でございますが、道路

維持工事費の４，１９８万８，６５０円

の工事内訳についてお願い申し上げます。

　交通安全対策工事費として１億２，６

２７万３，５００円が掲載されています

がお願いいたします。

　それと、千里丘三島線交差点改良工事

で、その２工事で４７７万１，２００円

の増額がされていますが、これ等につい

ての説明をいただきたいと思います。

　それと、市道の街路樹剪定業務委託料

として８０７万７，６５０円がございま

すが、これについての説明をいただきた

いと思います。

○山本靖一委員長　中谷参事。

○中谷都市整備部参事　３５ページの優

良宅地についてですが、この分につきま

しては、租税特別措置法で一定の要件を

満たせば不動産の譲渡税が減額されると

いうことになっています。この分につき

ましては、ここ何年か、多分、宅地の売

買の状況から、余りメリットがないので

はないかと思われます。この分について、

申請がないということなんですけれども、

申請があれば、当然、手数料というもの

が発生してくるわけなんですけれども、

業者さんが買われたときに、地主さんに

そこまでメリットを振りまいて、土地を

分けてもらうという状況にはないんだろ

うなと思われます。現状としては、今、

我々のところには申請は出てきておりま

せん。こういう状況です。

　次に、開発協力金の端数ですね。公共

公益費用の協力金の端数がなぜ出ている

のかということなんですけれども、実は

昨年、環境費につきまして協力をお願い

している中で、一部、地区外道路ですね、

隣接している、そこに入っていく道路の

中で未整備なところがございまして、こ

の分につきましても、その業者さんが開

発するのにどうしても整備をして入って

いかなくては、開発するとこに影響する

ということで、整備をされたわけなんで

すけども、その分の費用について、開発

協力金の方から控除できないかというお

話がございました。摂津市の開発協議基

準に基づいて、減免規定に基づいて費用

を計算いたしまして、認められるという

ものでありましたので、そこに要した費

用を控除した結果、端数が生まれており

ます。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、決

算書３５ページ、歳入の占用料９，２５

２万８，０６０円の内訳についてでござ

いますが、件数で申し上げますと関西電
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力株式会社ほか３２件でございます。大

きく大別いたしますと、関西電力の電柱

などが約３，７００万円。ＮＴＴの電柱

などが約２，４００万円。大阪ガスのガ

ス管が約２，３００万円。その他、株式

会社ケイ・オプティコムなどの通信ケー

ブルなどが８５０万円。以上が内容でご

ざいます。

　続きまして、道路維持工事の４，１９

８万８，６５０円の内訳でございますが、

事務報告書の２１６ページから記載して

おりまして、内訳を説明させていただき

ます。市内環境整備事業といたしまして、

淀川右岸線ほか１路線の環境整備工事。

南別府鳥飼上線環境整備工事。１級河川

大正川ほか３河川の草刈り工事で、合計

が１，１９９万１，０００円でございま

す。路面清掃事業といたしまして、千里

丘三島線ほか１６２路線路面清掃工事４

７０万円。道路補修事業といたしまして、

新在家鳥飼上線ほか１路線道路補修工事

９６４万２，１５０円。鶴野５３号線道

路補修工事４９３万５，０００円。鳥飼

八防鳥飼上線ほか１路線補修工事８４０

万円。合計２，２９７万７，１５０円。

雑工事業といたしまして、南別府鳥飼上

線道路補修工事２３２万５００円。トー

タル４，１９８万８，６５０円が内訳で

ございます。

　続きまして、交通対策費の１億２，６

２７万３，５００円の内訳でございます

が、同じく事務報告書の２１７ページの

道路照明灯設置事業からでございまして、

市内道路照明灯設置工事といたしまして、

９４万５，０００円。歩道段差切り下げ

及び視覚障害者誘導ブロック設置事業、

新在家鳥飼上線歩道段差切下げ工事４２

０万円、雑工事業といたしまして南別府

町９号線ガードレール設置工事１１５万

５，０００円。続きまして、２１８ペー

ジですが、東別府１号線歩道設置事業９

１８万１，２００円。新在家鳥飼上線歩

道設置事業２，５５３万３，９００円。

千里丘三島線交差点改良事業７，８７７

万６，７５０円。これは事務報告書はす

べて千里丘三島線を合計しておる数字で

ございます。鳥飼本町８１号線ほか３路

線歩道改良事業、鳥飼本町８４号線歩道

改良工事３２５万５，０００円、別府新

在家線歩道改良事業２７３万３，１５０

円、千里丘東６６号線道路舗装工事４９

万３，５００円、合計１億２，６２７万

３，５００円が内訳でございます。

　続きまして、千里丘三島線改良工事の

その２工事の増額で４７７万１，２００

円の内訳でございますが、この千里丘三

島線の交差点改良工事におきましては、

平成１４年度から３か年間、１４、１５、

１６年度をかけまして、全区間約３６０

メートルを改良したわけでございますが、

最終年でございます平成１６年度におき

まして、すべての車道の舗装を一度に行っ

たものでございます。その中で、変更が

生じた内容で申し上げますと、当時、施

工に際しまして考えておった基本的な設

計といたしましては、表面を削り取りま

して５センチのアスファルトをかぶせる

予定にしておりましたが、部分的に削れ

ない箇所、と申し上げますのは、舗装の

厚みが薄い部分でございまして、そうい

うふうなところは削らずに、実際に掘り

返しまして、舗装構成をやり直したとい

うところが４５平方メートル出てまいり

ました。その後に高さ調整等につきまし

て、３センチの厚みを足そうかというよ

うな部分が５５０平方メートル出てまい

りました。先ほど申し上げましたように、

平成１４年度から１６年度にかけまして

Ｌ型街渠をすべて新設したわけでござい

ますが、その折に発生いたしておりまし
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た基層部分、アスファルト二層構造になっ

ておりまして、そこにクラック防止シー

ト、現在、めくった時点でわかってきた

わけなんですけれども、そういうふうな

クラック防止シート、それから大きく車

両がひねるということが考えられます４

交差点につきまして、クラック防止シー

トを施しました。その平米数が１，１０

０平方メートルを追加したことによりま

して増額が発生しております。

　金額の内訳といたしましては、先ほど

申し上げました、実際に掘り返しまして

４５平方メートルの打ちかえ舗装をやっ

た費用が約２６万円でございます。厚さ

３センチの舗装調整層としました部分が

約１３０万円の増額です。クラック防止

シートが一番大きく３２０万円の増額に

なっております。以上がその２の増額の

内訳でございます。

　それから、街路樹剪定の８０７万７，

６５０円の内訳でございますが、路線数

といたしましては、２７路線ございまし

て、そのうち街路樹といたしましては約

９００本存在しております。剪定のおき

ましては、主に夏期剪定と呼んでおるわ

けなんですけど、これは主に台風の対策

を講じておりまして、７月から８月に秋

の台風に向けて、高木をまず剪定しよう

かということを考えておりまして、先ほ

ど申し上げました２７路線のうち１０路

線、本数にいたしますと約３６０本を剪

定いたしております。冬期剪定、これは

通常の剪定でございます。これにつきま

しては、樹木の美観等、形状寸法の調整

等を行うことで、時期といたしましては

１２月から３月を考えておりまして、こ

れは先ほど申し上げました２７路線、対

象９００本すべてを刈っておるというの

が、市内の街路樹剪定の内訳でございま

す。

○山本靖一委員長　勝参事。

○勝公園みどり課参事　花いっぱい事業

の内容ということでございますが、ご承

知のとおり、地域で緑化運動をしていこ

うということで、特に花いっぱい活動に

関しまして、これからやろう、あるいは

現在やっている団体等で申請がございま

したら、一定の条件をつけて、原材料の

現物を助成すると、こういう制度でござ

います。現在、市内団体で活動されてい

る団体数は約３４団体ございますが、そ

のうち平成１６年度で利用された団体は

２１団体で１１３万３９６円の支出をし

ているところでございます。条件の中で

も、特に助成の金額の範囲は１０万から

１５万の範囲で要綱の中に書いておるわ

けでございますが、何分、団体数がふえ

れば、それだけ予算のパイが小さくなっ

ていきますので、予算の範囲の中でお互

い話し合いをしながら助成をしていると、

そういう状況でございます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　９４ページの

公園管理委託料ですが、その中の７，４

７７万８１５円の内訳を説明申し上げま

す。

　まず１点目は除草等清掃業務委託、こ

れはシルバー人材センターの方に出して

いる分が１，７１０万円です。２番目が、

浄化槽管理作業委託、これはエスク三ツ

川の方に委託しております３１万２，９

００円。３点目は、公園等ごみ収集業務

委託、これは木本興産に発注してます２，

１８８万７，４０６円。それから４点目

が、都市公園管理作業委託、これは単価

契約で４社の方に契約しております。業

者名は山下造園と平戸園芸と谷造園土木

と田中造園土木、この４社でございまし

て、トータル金額が３，２６７万４，３

８９円です。５点目は、鶴野４丁目ちびっ
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こ広場の公園用地の用地確定測量業務委

託で、これは池畑測量で、これが４１万

５５０円。次、６点目が公園管理棟管理

委託料でございまして、摂津市内にあり

ます３公園、庄屋公園と別府公園とふる

さと公園、この３つの公園にある管理棟

と申します集会所がございます。それぞ

れ地元の自治会の方に管理委託をお願い

すると。その金額が、１つの管理棟当た

り１万８，１９２円で、３つございます

ので５万４，５７６円になります。それ

から、水系施設管理業務委託。先ほど委

託内容についても説明がございましたが、

内容ということでございますけれども、

まず１つはせんだん公園でございます。

それは壁泉がございます。その次がしば

公園、これは滝とせせらぎがございます。

それから鶴野第１公園、これは噴水と池

がございます。市場池のオアシス広場、

これは音楽噴水とジャブジャブ池がござ

います。それをインターナショナルスス

ムの方に発注しましたその金額が２，３

３１万４，０００円です。以上で７，４

７７万８１５円になっています。

　その次が公園管理工事の分でございま

して、７９３万８，０００円、これの内

訳でございます。これは、工事請負費で

ございまして、公園施設の整備事業、そ

の１からその５がございます。このトー

タルで６１５万３，０００円でございま

す。それともう一つが、公園遊具の取り

替え事業でございまして、市内の公園遊

具を取りかえております。この金額が１

７８万５，０００円。そのトータルで７

９３万８，０００円になっております。

それから、修繕料の内訳でございますけ

れども、決算概要の方の１１３ページと

１１４ページにございまして、まず車両

の管理事業の中の修繕料でございます。

これが２０万３，３８９円。それから、

公園維持管理事業、これは公園の中の遊

具外の修繕でございます。その金額が８

７７万５，１８７円でございます。それ

ともう一つは、公園遊具の修繕費用とい

たしまして２２４万９，１００円でござ

います。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　決算書１７４

ページ、款５、農林水産業費、項１、農

業費、目４、農業水路費にかかわります

負担金、補助及び交付金の神安土地改良

区負担金１，８６７万２，１１０円の分

の負担金の考え方ということでございま

す。この１，８６７万２，１１０円の内

訳としまして、排水賦課金、これが５８

万９，２００円。それと用水賦課金６８

万３，９１０円。それと、排水施設維持

管理負担金１，６２９万２，２００円。

あと、冬期送水維持管理負担金１１０万

６，８００円というのを負担しておりま

す。この用水賦課金、あるいは排水賦課

金、その分につきましては農地面積で用

水を受ける面積部分と、それから排水だ

けを受ける部分、それぞれの面積で費用

負担をしているという状況にございます。

また、排水施設維持管理負担金につきま

しては、本来、農業用水路が市街化が進

むにつれ、都市下水がやはり農業用水路

に流れ込む要素がございます。そのよう

な形の中で、維持管理上必要な費用、こ

れを各市関連市との関係、それと地元に

おけます水路の延長等をこれらを考慮し

た形の中で負担している状況にあると。

　もう１点、冬期送水維持管理負担金で

すけれども、これは農業水路におきまし

ては、冬期に用水を求める必要はござい

ません。しかしながら、先ほども申し上

げておりますように、都市下水が流れ込

んでいる事実もございます。その中で、

やはりその水路の沿線上におきましては、

－ 51 －



臭気ですとか、水の流れが淀むことによ

る悪影響、これらを解消をするがために、

冬期の期間であっても用水ポンプを、毎

日ではありませんけれどもかけていただ

くことになります。そういうふうな形の

分に負担しておりますのが、冬期送水維

持管理負担金と、こういうふうな流れに

なっております。

　水路の管理についての考え方というこ

とですが、私ども、摂津市域には非常に

たくさんの水路がございます。これは、

ネットワークのように網羅されている状

況にあると言ってもおかしくない状況で

ございます。ですから、１つはその水路

を公共下水の雨水に位置づけている部分

もございます。用水も当然、あるいは排

水も当然、都市下水も一部流れていると

いう状況であります。ですから、それぞ

れの機能に対して、できるだけ支障を来

さないような形の中で維持管理させてい

ただきたいと、このように考えておりま

す。

○山本靖一委員長　長野課長。

○長野建築住宅課長　決算書の３５ペー

ジの市営住宅使用料についてのお問いで

ございますけれども、収入未済額５３６

万４，３００円の詳細ということでござ

いますけれども、内訳といたしましては

家賃が７件、５２０万４，３００円。駐

車場使用料が２件の１６万円と。合計５

３６万４，３００円となっております。

○山本靖一委員長　暫時休憩いたします。

（午後２時５９分　休憩）

（午後３時３０分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　原田委員。

○原田委員　まず、道路占用料でござい

ますが、次長からご答弁いただきました

が、約３，７００万、２，４００万、２，

３００万、きちっと関電、あるいはＮＴ

Ｔ、ガス管、いわゆる占用されている面

積と単価等、きちっと取っていただいて

いると思うので、これでよしとしておき

ますが、間違いのないようにひとつお願

いを申し上げたいと思います。

　それで、多分同一にされていると思う

んですが、北摂７市の状況等で、いわゆ

る単価当たりとか、そういうことで差異

があるのかないのか、その辺だけ１点聞

かせておいてください。

　市営住宅の収入未済額５３６万４，３

００円ですが、７戸ということでござい

ますので、かなりの年数分が滞納になっ

ているように思います。経済的な問題か

らちょっと払えないというようなことも

あるんだろうと思いますので、徴収には

慎重に維持していただきながら、ひとつ

完済をしていただけるように、最大の取

り組みをしていただきたいということを

要望しながら、ひとつ未済額の解消に取

り組んでいただきたいと思います。

　優良宅地の部分について、僕が勘違い

しとったら申しわけないのですが、それ

ぞれ開発される時点で、ある一定の面積

を得ておれば優良宅地というふうにみな

されて、それは税控除等を受けられると

いうようなことを聞いたように覚えてお

るんですが、そういうことで優良宅地が

認定されてきたというふうに思うんです

が、今はそういう制度になっておるのか、

なっておらないのか、一遍そこらを聞か

せていただきたいと思います。

　公共公益費用協力金ですね。結構でご

ざいます。

　道路維持工事費でございますが、事務

報告書でございますが、決算にこれもか

かわる資料として、私どもよく見ておる

わけでございますが、できましたら、先

ほど次長の方でお答えをいただきました

ように、次年度で結構ですから、飛び飛
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びに並べるんではなしに、例えば工事費

については言われたように、これとこれ

については交通安全対策工事だと、これ

は維持工事だというふうにまとめていた

だけるようにしない限り、数字が金額が

合ってきません。そういうことで質問を

いたしましたので、また後日聞かせてい

ただきたいと思います。担当にまた来て

いただいて聞きます。

　水系施設でございますが、２３３万１，

０００円の執行で、せんだん公園ほか３

か所ということで４つの公園に、先ほど

言われたような維持管理なんですが、そ

ういう施設が十分機能しているか、ある

いはそういう水系施設に今なっておらな

いところもあるんじゃないかというふう

に思います。昨日、せんだん公園で鳥飼

東校区地区の防災訓練がありまして、そ

ちら方に行っておったんですが、子ども

たちが水に親しんで遊ぶというような状

況にはなっておらないような感じでござ

いましたので、もう一度、機器点検の状

況等についてお尋ねをいたしたいと思い

ます。わかれば公園ごとの費用もあれば、

あるいは一括入札ということであるなら

ばそれで結構ですが、もう少し内容を聞

かせていただきたいと思います。

　神安の水路管理でございますが、いろ

いろとかかってくる費用に対して、支払

負担金を出しておるということでありま

すが、そういう費用とは別に、水路の安

全対策に対して安全柵が講じられておる

んですが、この管理が非常に悪いと言え

ば、もう赤さびてそのままの状況のとこ

ろがたくさんございます。隣の茨木市へ

ずっと見に行きますと、完全に維持管理

がされていると。摂津市の水路について

は全く管理が悪いというふうに感じるわ

けでございます。これについて、担当と

して、どのような状況で神安との折衝、

あるいは維持管理をされているのかと思

います。

　同時に、排水路の管理が先ほどありま

したが、これは摂津市のいわゆる排水路

維持費のしゅんせつ賃金等、別個支払い

をしておるんじゃないかと今感じるんで

すが、この辺をもう少し、わかりました

ら聞かせていただきたいと思います。

　それから、街路樹のことでございます

が、年２回の剪定を行うということでご

ざいますが、２７路線、９００本の維持

管理をされているわけですが、夏期は台

風対策で半分ぐらい、１０路線ぐらいやっ

ていこうということになります。冬期、

いわゆる落ち葉。常緑樹であれば別にい

いんですが、常緑樹でも春方に全部葉が

落ちるわけですけれど、落葉樹、特に市

道千里丘三島線に植えられておるプラタ

ナスと言うんですか、すべて葉が落ちた

後、剪定をします。木を切って枝を払う

わけですね。鳥飼の方にも歩道にイチョ

ウを植えていただいております。イチョ

ウもたくさんずっと。これも葉は全部落

ちまして、その後、枝切りをされるわけ

ですね。これは１２月から３月というこ

とで設定されているんで、仕方がないと

思うんですが、紅葉については紅葉を楽

しむ、目に優しいということもあるんで、

今の時期が一番いいと思うんですが、こ

れが木枯らしが吹く時期になれば、すべ

て道に落ちます。そういうことで、これ

はまた全く汚い、汚すわけでございます。

そういう意味で、いろいろ地域の方々に

も落葉した葉っぱに対して、非常に迷惑

やというようなことも聞いておりますの

で、この辺の考え等について、一遍聞か

せていただきたいと思います。

　それだけで結構です。

○山本靖一委員長　中谷参事。

○中谷都市整備部参事　それでは、優良
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宅地についてですけれども、今、委員が

おっしゃったように、旧来は確かに造成

すれば優良宅地という認定はあったよう

には記憶いたしておりますけれども、現

在では、面積要件、戸数要件等いろいろ

ございまして、それによって優良宅地の

認定をしていくと、こういう形になって

おります。

　それと、税制面の優遇があるというこ

となんですけれども、過去においてはか

なり税制面の優遇はありました。一般の

税率が３９％のときには２０％に軽減す

るといって、かなりメリットがあったん

ですけれども、現在の優遇制度というの

は、今現在たしか譲渡税、市民税を合わ

せて２０％が一般の税率だと認識いたし

ております。それで、この優良を受ける

と、たしか２，０００万円までは１４％、

それ以後についてはもう一般と同じだと

いうことで、余り税制面でのメリットと

いうのはなくなってきたのかなという思

いがあります。それもこれもありまして、

今日、優良宅地を認定されるものが少な

くなったと、そのように認識いたしてお

ります。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　神安土地改良

区への負担金にかかわりまして、神安水

路といいますか、水路の管理。その管理

対策の中で安全柵が状況として非常に悪

いと。これは以前にもご指摘を伺ったと

ころであろうかと思います。

　このような内容につきまして、私ども

も本来安全柵たるものの実態を確認しつ

つ、状況判断のもとにいろいろ試行錯誤

している状況であるんですが、今、現状、

確かに維持管理上で見かけが悪い、塗装

がはげて、さびが浮き出ている状況、こ

れは非常に見た目にも悪い状況にあるか

と思います。ただ、私どももできるだけ

今の時期、費用をかけずに施設の管理を

してまいらなければならない状況。毎年、

毎年、ところ変わりの状況で、一部、水

路の柵が破損しておりますとか、欠落し

ている部分もあると。そういうところに

対して発生主義的な管理をしている状況

が、今、私どもの状況かなというふうに

思っております。

　今後、神安水路のこともありますし、

やはり水路の安全柵がさびている程度で

あるならまだしも、それに対して老朽化

が進んでいて、非常に状況的に安全度が

劣っているというような状況の部分、こ

の部分につきましては、やはり神安土地

改良区とも現地確認した形の中で、今後、

どういうふうに進めていけるものか、検

討してまいりたいと、このように考えて

おります。

　それと、先ほどちょっと出ました水路

のしゅんせつに対する人夫賃、この分に

つきましては、各農業関係者の中で、農

業用の用排水路、この分を地区によりま

しては年１回、あるいは年２回の清掃を

していただいているという状況にありま

す。これは、もうあくまでも地元の方々

でできる範囲というふうな形で、私ども

も認識しておりまして、人夫賃につきま

しても、少額ではありますけれども、市

内１６地区の農業従事者、あるいは関係

者の方が清掃していただいているという

状況でございます。そういう形の中で、

地元の方々で手に負えない範囲、その部

分につきましては、その都度、部分的で

はありますけれども、しゅんせつをかけ

たり、あるいは手では無理な大型ごみな

んかの撤去に従事していると、こういう

状況にあります。

　今後はできるだけ良好な水路が保てま

すように、維持管理に努めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願い
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申し上げます。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、占

用料、北摂７市でどうなのかというお問

いでございますが、一言で申し上げます

と７市統一しております。

　今までの経過だけ簡単に説明いたしま

すと、大阪府の市長会のメンバーという

ことで構成されまして、北摂７市におき

まして、道路占用料調査小委員会を設置

いたしました。これが昭和４８年のこと

でございます。それから検討を重ねまし

て、５１年から実施しておりまして、現

在も改定も含めまして、北摂７市におき

まして基本となりますのは、当然、土地

の価格になるわけでございますが、それ

もすべて７市持ち寄りまして、７市の平

均で土地の単価を出しまして、統一した

占用料で徴収しておるのが現状でござい

ます。

　続きまして、街路樹剪定での落ち葉の

対策は何かないのか。プラタナス、イチョ

ウ等でございますが、委員もおっしゃい

ましたように一番苦慮しておるところは、

今ごろから始まります紅葉でございます。

早く刈る方がいいわけなんです、落ち葉

対策になるわけなんですが、紅葉を害す

るということでとめられる部分。それで、

いつごろから紅葉が始まるかということ

で予測をしましても、天候等に左右され

まして、予測が合わないということがご

ざいます。できるだけ紅葉も見、落葉も

終わる前に刈っていきたいということに

ついては、努力しておるのが現状でござ

います。

　ただ、イチョウだけを申し上げますと、

イチョウは現在７３０本ございます。現

在どういうふうにして刈っておるかとい

いますと、イチョウだけは新在家鳥飼上

線に植えられておる街路樹でございまし

て、それを３年周期で刈っておるのが現

状でございます。ですので、簡単に言う

たら、単年約ですが２４０本程度。３か

年をもちまして大体すべての７３０本が

剪定できるということになりますので、

剪定しないところについては、紅葉し、

勝手に落葉しというようなことで、２年

間はあくということで、その後の清掃を

沿道住民の方の協力を得ながら、年４回

の車道の清掃等に合わせてやっておるの

が現状でございます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　水系施設の委

託の内容でございますけれど、まず実施

時期でございますけれど、６月、８月、

１２月、２月の年４回実施しております。

　内容につきましては清掃業務と、もう

一つは点検業務といいまして、ポンプ機

器の作動状況、それから電気施設の関係

をチェックしております。

　個々の公園ごとに、どれぐらい経費が

かかっているかということでございます

けれど、せんだん公園としば公園と鶴野

第１公園につきましては、ほぼ同額の大

体５２万円ぐらいです。市場池のオアシ

ス広場につきましては、音楽噴水とジャ

ブジャブ池と、もう１個水流機がござい

ます。その関係で７７万１，０００円と

いう形の内訳になってまいります。

　以上で、トータルで２３３万１，００

０円の経費がかかっております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　優良宅地制度でございます

が、こういう制度があるというのに余り

活用しないということでございますが、

一方考えれば、不良とは言いませんけれ

ども、基準を満たない狭い宅地がどんど

ん開発されてきているというところで、

前にも申し上げましたように、緑の確保

もできないというような状況では、やっ
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ぱりいけないと思うので、できるだけ優

良宅地の制度そのものが生かされるよう

な取り組みを、引き続きやっていただけ

たらありがたいなと思うんですが、これ

も答弁は結構です。

　神安土地改良区の方へ、宮川次長、済

みませんが、再三、私ども要望もいたし

ておりますけれども、なかなか聞いてい

ただけないということが、面積も広いと

いうことであるんですけれども、できれ

ば市の方で肩代わりをしてでも、市民が

通行する道路の際にある水路敷、全然人

が通らないようなところもありますので、

そういうところについては、ひとつ早急

に実施できるように、何とか創意工夫を

凝らしてやっていただけたら、ありがた

いと思います。

　道路の剪定でございますが、３年周期

でやるということでございますが、費用

を捻出していただいて、あるいは夏の部

分についてはカットをして、その分を冬

に回していただいて、やはり維持管理を

図っていただけたらなと思っております。

　一方、国体跡地のスポーツ広場の周辺

の地域については、地域で頑張っていた

だいております。先日もたくさん人が出

ていただいて管理をしていただいている

わけですが、そういうところはいいんで

すが、できない地域については清掃を十

分していただきながら、先に落ちるまで

に、ひとつ手を打っていただきたいなと、

業者と十分協議をしていただきたいと思

います。

　それから、せんだん公園ほか３件の水

系のポンプ、維持管理ですね。多分、入

札されていると思うんですけれども、貴

重な財源を持ってしておるところでござ

いますので、十分、有効的に、そして趣

旨が生かされるようにしていただきたい

なと思っております。平和公園は入って

おったんですか。平和公園は入っていな

いんですね。後で結構でございますが、

平和公園の方にこの間行きましたら、全

くこの施設が活用されておらなくて、花

壇に変わっていっているような状況でご

ざいますので、それが含まれておるとい

うことであるならば、もう少し見直しを

していただきたいなと思っておりますの

で、そのことをあわせて、もう一回ご答

弁いただきたいと思います。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　平和公園の件

でございますけれど、実は行財政改革の

第２次実施計画のときに、平和公園の見

直しを考えておりまして、実はかなり漏

水がひどくて、配管もかなり傷んでおり

ます。その関係で、実際、補修したらど

れぐらいかかるのかなということで概算

を出しますと、約１，０００万円以上の

価格が出てきました。それの関係で、こ

れを維持補修して動かすかどうかという

形の中で検討しましたところ、ちょっと

今の時点ではしんどいなということで、

実は平和公園については、現在、休止さ

せてもらっております。将来、また財政

が好転しました折には、今現在、花壇に

しているのはなぜかといいますと、皆さ

ん方にはちょっとでもやっぱり花に親し

んでもらおうと。何もしないでそのまま

にほっとくというのも何かあれですので、

一応、緑化の方でもって花壇をして、皆

さん方にも花を楽しんでもらっているん

ですけど、将来、財政が好転すれば、即、

再開するという形で今考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　よろしいですか。

　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。
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　きょうはこの程度にとどめたいと思い

ます。

（午後３時５２分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長� ����山　本　靖　一

　建設常任委員 � ����木　村　勝　彦
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